
恥

徽
州
文
書
に
の
こ
る
彷
聖
公
の
命
令
書
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宮

己糸

子

【
要
約
】
　
申
国
の
歴
代
王
朝
は
、
孔
子
と
儒
教
を
尊
重
し
、
山
東
省
曲
筆
の
孔
子
廟
と
そ
こ
に
住
ま
う
孔
子
の
子
孫
を
特
別
に
保
護
し
て
き
た
。
街
聖
公

と
は
、
粛
呈
以
降
、
本
家
の
当
主
が
世
襲
し
て
き
た
爵
位
で
あ
る
。
孔
子
の
子
孫
は
、
戦
争
や
一
族
の
内
紛
に
よ
っ
て
、
次
第
に
曲
阜
か
ら
全
国
各
地
に

散
ら
ば
っ
て
い
っ
た
。
『
新
安
文
献
志
』
に
は
、
大
元
ウ
ル
ス
の
至
正
年
間
に
、
街
上
公
が
徽
州
在
住
の
孔
子
の
子
孫
に
発
給
し
た
極
め
て
珍
し
い
命
令

書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
命
令
書
は
、
携
帯
す
る
者
が
孔
子
の
正
統
な
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
か
れ
ら
が
江
南
に
遊
学
す
る
際
に
、
宿
泊
費
、

旅
費
、
食
費
、
書
籍
購
入
費
を
、
当
地
の
如
上
、
書
院
が
支
給
す
る
こ
と
を
命
じ
た
～
種
の
パ
ス
ポ
…
ト
で
あ
っ
た
。
と
う
じ
、
孔
子
の
子
孫
の
み
な
ら

ず
顔
子
、
孟
子
の
子
孫
も
こ
の
特
別
待
遇
を
う
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
命
令
書
の
発
給
が
可
能
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
以
降
の
朝

廷
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
街
聖
公
の
権
力
の
強
化
と
、
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
孔
・
顔
・
孟
三
氏
の
家
系
図
の
整
理
事
業
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
八
巻
六
号
二
〇
〇
五
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
各
地
の
廟
学
に
か
か
わ
る
碑
石
は
、
現
物
、
拓
本
は
も
と
よ
り
文
集
、
地
方
志
、
石
刻
書
等
の
需
要
も
含
め
て
大
量
に
の

こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
カ
ア
ン
の
聖
旨
を
筆
頭
に
、
モ
ン
ゴ
ル
王
族
の
命
令
文
、
あ
る
い
は
尚
書
省
、
中
書
省
、
枢
密
院
等
の

諸
機
関
が
発
給
し
た
札
付
、
高
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
孔
子
以
来
、
日
本
の
天
皇
制
の
ご
と
く
男
系
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男
子
で
世
襲
し
て
き
た
曲
直
孔
家
の
ト
ッ
プ
、
全
国
の
儒
学
を
統
べ
た
は
ず
の
術
聖
公
が
発
給
し
た
文
書
は
、
曲
阜
孔
子
廟
十
三
碑
亭
の
東
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
立
ち
、
『
山
左
金
石
志
』
巻
二
二
が
「
学
田
地
畝
碑
」
と
仮
称
す
る
碑
刻
を
の
ぞ
い
て
、
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
曲
阜
の
全
家

に
現
存
す
る
大
量
の
棺
案
に
し
て
も
、
明
代
後
期
を
遡
る
も
の
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
金
か
ら
明
初
に
い
た
る
ま
で
の
歴
代
街
聖
公
の
襲
業
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
陳
高
華
が
要
を
得
た
概
説
を
な
し
、
さ
い
き
ん
で
は
、
高
橋
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

治
が
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
～
成
宗
テ
ム
ル
期
の
術
聖
公
の
襲
封
に
関
す
る
問
題
点
を
祀
り
出
し
た
。
だ
が
、
『
遊
学
典
礼
』
や
『
大
元
聖
政
国
朝
典

章
』
（
以
下
『
元
典
章
』
と
略
す
）
等
の
政
書
に
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
と
う
じ
薫
製
の
尊
命
公
が
具
体
的
に
い
か
な
る
権

限
を
も
ち
、
廟
学
・
書
院
、
全
国
の
孔
氏
一
族
、
儒
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
命
令
を
発
し
え
た
の
か
、
い
っ
ぽ
う
大
元
ウ
ル
ス
の
江
南
接
収

の
の
ち
、
南
宋
時
代
に
襲
封
し
て
い
た
街
聖
公
の
爵
位
を
返
還
し
た
衛
州
の
上
家
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
と
り
あ
げ

ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
の
墓
誌
銘
、
神
道
碑
も
必
ず
し
も
そ
う
し
た
角
度
か
ら
は
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
近
年
、
全
真
教
、
正
一
教
な
ど
道
教
教
団
の
ト
ッ
プ
が
発
給
し
た
文
書
（
い
ず
れ
も
碑
刻
の
か
た
ち
で
の
こ
さ
れ
た
）
は
、
解
析
が
進
み
、
モ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ゴ
ル
時
代
の
道
教
管
理
シ
ス
テ
ム
の
輪
郭
が
徐
々
に
浮
か
び
あ
が
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
儒
教
の
ほ
う
は
、
ま
っ
た
く
手
付
か
ず
の
状

態
と
い
っ
て
い
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
て
は
じ
め
と
し
て
徽
州
出
身
の
明
代
の
大
物
官
僚
程
敏
政
が
編
纂
し
た
『
新
安
文
献
志
』
（
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
明
弘

治
＋
年
原
刊
本
）
に
収
録
さ
れ
る
大
元
ウ
ル
ス
末
期
の
術
聖
公
の
命
令
書
を
紹
介
し
、
こ
の
時
代
の
儒
教
政
策
の
実
態
、
シ
ス
テ
ム
に
多
少
な

り
と
も
迫
っ
て
み
た
い
。
程
敏
政
は
、
妻
（
李
賢
の
娘
）
の
妹
が
第
六
十
一
代
術
聖
公
館
弘
緒
に
嫁
い
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
孔
家
に
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
文
献
に
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
興
味
を
示
し
、
自
ら
も
「
聖
喬
考
」
を
も
の
し
た
。
ま
た
、
『
程
氏
飴
範
集
』
や
『
弘
治
休
寧
志
』
か
ら
も
窺
え

る
よ
う
に
、
温
州
に
か
か
わ
る
典
籍
、
碑
刻
、
そ
し
て
各
家
が
代
々
保
管
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
古
文
書
、
家
譜
に
精
力
的
に
目
を
通

し
て
、
整
理
、
一
大
集
成
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
街
聖
公
の
命
令
書
が
こ
ん
に
ち
ま
で
の
こ
り
得
た
所
以
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
数
年
来
と
り
く
ん
で
い
る
典
籍
中
の
”
徽
州
文
書
”
研
究
の
～
環
で
も
あ
る
。
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①
酪
承
烈
彙
編
噸
石
頭
上
的
儒
家
文
献
－
曲
阜
碑
文
録
』
（
斉
魯
書
社
　
二
〇

　
〇
一
年
四
月
　
二
二
八
…
二
三
〇
買
）

②
陳
立
華
「
金
元
二
代
術
聖
公
」
（
『
文
史
㎞
二
七
一
九
八
六
年
、
の
ち
『
元
史

　
研
究
論
稿
』
中
華
書
局
　
一
九
九
一
年
一
二
月
　
三
二
八
－
三
四
五
頁
に
再
録
）

③
高
橋
文
治
「
書
評
森
田
憲
司
著
『
元
代
知
識
人
と
地
域
社
会
漁
（
臣
節
洋
史

　
研
究
』
六
三
－
四
　
二
〇
〇
五
年
三
月
　
＝
二
八
…
一
四
七
頁
）

④
高
橋
文
治
「
モ
ン
ゴ
ル
時
代
全
真
教
文
書
の
研
究
（
一
と
（
『
追
手
門
学
院
大

　
学
文
学
部
紀
要
磁
三
一
　
一
九
九
五
年
十
二
月
　
一
六
八
i
一
五
〇
頁
）
、
同

　
「
モ
ン
ゴ
ル
時
代
全
真
教
文
書
の
研
究
（
二
）
」
（
『
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀

　
要
旨
三
二
　
｝
九
九
七
年
三
月
　
一
七
六
1
一
五
七
頁
）
、
同
「
張
留
孫
の
登
場

　
前
後
－
発
給
文
書
か
ら
見
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
道
教
i
」
（
『
東
洋
史
研
究
㎞

　
五
六
－
一
　
一
九
九
七
年
六
月
　
六
六
－
九
六
頁
）
、
同
「
承
天
観
公
拠
に
つ
い

　
て
」
（
凹
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
睡
三
五
　
～
九
九
九
年
十
二
月
　
＝
ハ
ニ

　
一
一
四
一
頁
）

⑤
朔
篁
激
程
先
生
文
集
』
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
明
正
徳
二
年
刊
本
）
巻
四

　
〇
「
光
禄
大
量
柱
国
少
保
吏
部
尚
書
兼
華
蓋
膨
大
学
士
黒
垂
進
光
緑
大
夫
脚
柱
国

　
太
師
識
文
達
李
公
行
状
」
“
女
二
人
、
長
駆
翰
林
院
編
修
程
敏
政
、
次
適
術
聖
公

　
孔
弘
緒
”
。
な
お
、
明
代
孔
家
　
門
の
詩
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
孔
氏
文

　
献
集
臨
（
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
明
嘉
靖
四
年
刻
本
）
巻
三
が
孔
承
酪
の
「
程
氏
重

　
建
忠
壮
行
嗣
記
」
を
収
録
す
る
の
も
こ
の
姻
戚
関
係
に
よ
る
。

⑥
拙
稿
「
程
復
心
糊
四
書
目
黒
』
出
版
始
末
孜
一
大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
け
る

　
江
南
文
人
の
保
挙
一
」
（
『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
麗
　
二
〇
〇
～
年
九
月

　
七
一
…
一
二
二
頁
　
の
ち
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』
収
録
　
名
古
屋
大
学

　
出
版
ム
ム
　
ニ
○
〇
五
年
十
二
月
　
瓢
＝
エ
バ
ー
一
二
七
九
勤
王
）
、
同
［
予
州
円
文
轟
省
新
探

　
1
『
新
安
忠
烈
廟
神
紀
実
』
よ
り
…
」
（
『
東
方
学
報
（
京
都
）
睡
七
七
　
二

　
〇
〇
五
年
＝
～
月
　

二
二
一
一
一
一
山
ハ
○
頁
）
参
昭
…
。
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二
　
孔
端
朝
と
そ
の
後
窩

　
　
『
薪
三
文
献
血
』
の
乙
四
域
九
三
「
行
実
寓
公
」
は
、
弱
弟
申
の
撰
に
な
る
「
孔
右
司
三
木
伝
」
か
ら
始
ま
る
。
端
平
二
年
（
＝
一
三
五
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

徽
州
の
官
学
の
教
授
で
あ
っ
た
李
以
申
は
、
知
事
下
窩
の
命
に
よ
っ
て
羅
願
の
『
新
安
志
』
を
引
き
継
ぐ
『
新
安
続
志
』
八
巻
を
撰
し
た
。
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

そ
ら
く
本
伝
も
そ
こ
か
ら
転
載
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
孔
臥
木
（
旧
名
は
孔
端
役
字
は
子
知
）
は
、
孔
子
の
第
四
十
八
代
孫
。
曽
祖
父
は
孔
道
輔
、
祖
父
は
孔
軍
士
璽
父
は
孔
卸
量
。
叔
父
の
押
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

谷
が
男
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
跡
継
ぎ
と
な
っ
た
。
少
年
の
頃
か
ら
文
才
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
七
十
四
年
（
一
コ
～
二
）
三
月
、

恩
許
が
国
子
監
に
御
幸
し
た
際
に
は
、
孔
子
の
子
孫
の
優
遇
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
当
時
た
だ
ひ
と
り
外
越
生
と
し
て
在
学
し
て
い
た
か

れ
に
白
羽
の
矢
が
た
ち
、
上
意
出
身
が
特
命
さ
れ
、
太
学
正
に
除
せ
ら
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
孔
子
の
直
系
の
子
孫
は
、
天
堂
の
孔
子
廟
に
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新
居
し
て
約
二
千
年
の
問
、
他
州
に
異
居
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
炎
二
年
（
＝
二
八
）
、
孔
端
朝
は
、
第
四
十
八
代
襲
封
彷

聖
公
乱
書
友
、
叔
父
の
孔
伝
（
旧
名
は
講
評
古
）
、
甥
（
兄
孔
端
節
の
子
）
の
四
十
九
代
孫
の
孔
贋
、
臭
覚
亮
の
弟
の
系
統
の
四
十
九
代
孫
孔
珀
等

と
と
も
に
、
十
一
月
に
揚
州
で
執
り
行
わ
れ
た
宋
王
室
の
郊
祀
の
礼
に
出
席
し
た
あ
と
、
女
真
の
侵
攻
を
う
け
て
南
に
落
ち
の
び
た
。
そ
の
こ

高
給
よ
り
賜
わ
っ
た
衛
州
の
廟
宅
を
中
心
と
し
、
語
学
、
湖
州
、
撫
州
に
散
ら
ば
っ
て
寓
居
を
構
え
た
。
名
論
朝
自
身
は
、
は
じ
め
徽
州
鰺
県

の
県
令
に
鐙
注
さ
れ
た
の
で
、
そ
こ
に
家
を
建
て
て
拠
点
と
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
曲
阜
で
留
守
を
あ
ず
か
っ
て
い
た
孔
端
友
の
弟
端
操
以
下
は
、

そ
の
ま
ま
金
品
の
保
護
を
う
け
た
。
か
く
し
て
、
北
の
曲
阜
と
南
の
街
州
に
二
つ
の
孔
家
が
並
び
た
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
孔
伝
の
『
東
家
雑
記
』
（
咽
琳
泣
目
室
叢
書
』
所
収
）
末
尾
に
付
さ
れ
た
紹
興
二
年
（
二
三
二
）
五
月
一
日
づ
け
の
『
認
識
翌
翌
世
系
』
の
序

文
に
お
い
て
、
孔
端
朝
は
み
ず
か
ら
事
の
顛
末
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
宣
和
年
間
（
＝
～
九
　
一
＝
一
五
）
の
末
、
女
真
の
最
初
の
入
冠
が
あ
り
、
靖
康
元
年
（
一
＝
一
六
）
に
は
、
群
盗
が
蜂
起
し
、
家
の
代
々
蓄
え
て
き

　
　
た
財
産
は
、
あ
と
か
た
も
な
く
雲
の
よ
う
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
建
炎
二
年
（
＝
二
八
）
十
月
、
わ
た
く
し
端
朝
は
や
む
を
得
ず
、
曲
阜
の
孔
林
、
孔

　
　
子
廟
を
離
れ
、
江
南
に
逃
げ
込
む
仕
儀
と
な
っ
た
。
翌
年
の
八
月
、
孔
子
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
か
ら
高
宗
の
恩
寵
を
蒙
り
、
特
別
に
徽
州
影
響
の
県
令
と

　
　
し
て
任
命
さ
れ
た
。
二
年
後
の
紹
興
元
年
（
＝
三
一
）
四
月
に
任
地
に
赴
い
た
。
六
月
、
張
瑛
が
徽
州
を
侵
略
し
、
野
県
一
帯
は
み
な
灰
儘
に
帰
し
た
。

　
　
わ
た
く
し
は
、
幼
い
子
供
た
ち
を
つ
れ
て
学
問
部
に
逃
げ
、
な
ん
と
か
死
な
ず
に
済
ん
だ
。
携
え
て
い
た
前
代
の
諾
勅
、
祖
父
の
遺
書
、
代
々
の
宝
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
皆
、
失
く
し
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
な
お
、
こ
の
序
文
を
記
し
た
紹
興
二
年
は
、
閏
四
月
に
徽
州
か
ら
、
崇
寧
三
年
以
来
の
孔
門
の
”
白
身
最
長
人
”
を
優
遇
す
る
体
例
に
依
拠

し
て
孔
讃
を
廻
功
郎
判
司
簿
尉
の
承
継
者
に
申
請
し
て
い
た
件
が
許
可
さ
れ
、
五
月
三
日
に
は
、
客
死
し
た
第
四
十
八
代
街
聖
公
孔
端
友
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
を
そ
の
庶
子
孔
疏
が
襲
封
ず
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
南
宋
朝
輩
下
で
の
孔
家
の
地
位
の
確
保
、
足
固
め
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
時
期
で

も
あ
っ
た
。
孔
端
朝
が
急
遽
、
家
譜
を
再
編
纂
し
た
所
以
で
あ
る
（
ま
た
、
二
つ
の
申
請
に
あ
た
っ
て
、
保
証
人
と
な
っ
た
人
物
こ
そ
、
孔
家
の
最
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

長
者
の
孔
伝
で
あ
り
、
工
豊
後
に
完
成
し
た
『
東
家
雑
記
』
に
は
、
出
発
点
と
な
る
尚
書
省
の
亡
子
が
し
っ
か
り
収
録
さ
れ
て
い
る
）
。
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そ
し
て
、
同
年
十
月
、
広
徳
軍
に
隣
接
す
る
寧
国
府
宣
城
に
異
動
に
な
っ
て
い
た
孔
端
朝
は
、
皇
帝
の
特
別
の
は
か
ら
い
に
よ
り
巡
廻
功
郎

か
ら
左
承
事
郎
と
な
り
、
十
二
月
に
は
秘
書
省
の
正
字
に
除
せ
ら
れ
た
。
翌
年
か
ら
は
秘
書
省
著
作
佐
郎
、
都
官
員
外
郎
を
兼
任
、
さ
ら
に
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

官
員
外
郎
か
ら
司
封
員
外
郎
へ
と
昇
進
を
重
ね
、
右
事
前
外
郎
、
知
衰
州
に
抜
擢
さ
れ
た
。
空
き
ポ
ス
ト
が
な
く
じ
っ
さ
い
は
名
ば
か
り
の
宮

職
に
俸
禄
の
み
を
食
む
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
江
西
の
外
任
職
、
知
臨
江
軍
事
と
な
っ
た
。
儒
学
の
保
護
と
振
興
に
つ
と
め
任
期
を
全
う

　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
た
が
、
帰
途
病
に
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
死
去
し
た
。
著
作
に
『
南
渡
集
』
二
十
巻
が
あ
っ
た
が
、
現
存
し
な
い
。
子
供
は
四
人
、
長
子
の
理
は

　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

饒
州
徳
興
県
の
主
簿
、
次
男
の
礫
は
監
左
蔵
庫
、
三
男
の
礫
は
揚
州
江
都
県
の
県
令
、
四
男
の
礁
は
池
州
石
隷
県
の
主
簿
と
な
っ
た
。

　
そ
し
て
時
は
流
れ
、
百
年
ち
か
く
経
っ
た
端
平
二
年
（
～
二
三
五
）
の
三
月
、
徽
州
に
赴
任
し
て
き
た
李
以
申
は
、
ま
っ
さ
き
に
孔
端
朝
の

子
孫
を
訪
ね
た
。
科
挙
に
及
第
し
や
す
い
『
春
秋
』
の
学
の
み
に
拘
泥
す
る
現
状
に
眉
を
ひ
そ
め
つ
つ
も
、
太
平
興
国
三
年
（
九
七
八
）
、
元
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

元
年
（
一
〇
八
六
）
の
聖
旨
、
録
画
に
照
ら
し
て
、
孔
礫
の
聾
す
な
わ
ち
五
十
代
孫
に
あ
た
る
孔
葱
が
年
齢
、
賢
徳
と
も
に
高
く
、
地
元
の
評

判
も
よ
い
こ
と
か
ら
、
孔
家
の
子
弟
の
教
諭
に
任
じ
、
租
税
を
免
除
す
る
よ
う
郡
に
上
申
し
た
。
知
事
の
聖
柄
は
、
そ
の
請
願
を
す
べ
て
受
け

入
れ
た
。
『
新
安
続
志
』
編
纂
の
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
李
以
申
の
伝
の
後
に
は
、
静
注
の
か
た
ち
で
計
七
通
の
文
書
が
、
程
敏
政
に
よ
っ
て
移
録
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
元
符
二
年
（
｝
〇
九
九
）
閏
九
月
十
一
日
づ
け
の
【
宣
聖
子
孫
若
鶏
百
官
録
黄
】
。
孔
若
書
が
三
十
六
歳
の
と
き
に
受
け
取
っ
た
尚
書

省
吏
部
発
給
の
告
身
で
、
漉
州
清
豊
県
尉
詩
話
勾
黄
河
滞
岸
に
任
命
さ
れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
”
携
え
て
い
た
前
代
の
詰
勅
は
皆
失
く
し

て
し
ま
っ
た
”
、
と
い
う
事
端
朝
の
こ
と
ば
と
矛
盾
す
る
が
、
養
父
で
あ
る
孔
無
二
の
豊
年
の
う
ち
一
通
は
死
守
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
孔
伝
か
ら
現
物
も
し
く
は
写
し
を
譲
り
う
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
平
目
は
門
南
革
命
用
孔
端
朝
勅
牒
】
。
建
炎
三
年
（
＝
二

九
）
八
月
四
B
、
尚
書
省
吏
部
が
発
給
し
た
三
面
で
、
か
の
『
続
修
書
函
世
系
』
の
序
文
の
中
で
語
ら
れ
る
徽
顛
落
県
令
の
任
命
書
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
三
通
目
は
、
紹
興
二
年
十
月
二
十
七
日
付
け
、
翌
十
一
月
一
日
発
行
の
【
勅
右
廻
功
郎
孔
端
朝
】
。
こ
れ
こ
そ
、
『
岩
狸
以
来
角
落
要

録
』
巻
五
九
の
紹
興
二
年
十
月
辛
亥
（
二
＋
四
日
）
の
条
“
盤
景
功
郎
孔
爆
裂
は
宣
聖
の
国
育
で
あ
る
。
上
様
が
召
見
せ
ら
れ
て
左
承
事
郎
に
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徽州文轡にのこる街聖公の命令雷（宮）

特
別
に
改
め
ら
れ
た
。
つ
い
で
心
意
を
秘
書
省
正
字
と
な
し
た
（
端
朝
が
正
字
に
除
せ
ら
れ
た
の
は
、
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
）
”
に
対
応
す
る
勅
牒

で
あ
る
。
四
通
目
は
、
紹
興
七
年
（
＝
三
七
）
十
月
日
の
や
は
り
孔
端
朝
に
発
給
さ
れ
た
【
尚
書
省
牒
】
で
、
権
発
信
衰
州
置
型
兼
管
内
勧

農
営
田
事
に
任
ず
る
。
李
以
申
は
、
孔
端
朝
の
履
歴
に
ま
っ
た
く
年
月
を
記
さ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
「
孔
右
書
端
木
伝
」
全
体

を
読
み
と
く
う
え
で
の
補
助
資
料
と
な
る
。
五
通
目
は
、
慶
元
二
年
（
＝
九
六
）
七
月
二
十
一
日
付
け
の
【
録
用
孔
礁
勅
牒
】
。
前
述
の
崇
寧

三
年
の
体
例
…
族
長
一
人
を
取
っ
て
官
と
す
る
　
　
に
即
し
て
、
孔
早
朝
の
四
男
、
孔
礁
に
麹
功
郎
を
特
署
す
る
内
容
で
あ
る
。

　
以
上
の
五
通
は
い
ず
れ
も
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
期
の
朝
廷
が
、
儒
教
保
護
の
ス
タ
ン
ス
を
示
す
た
め
に
、
孔
子
の
子
孫
を
特
別
に
待
遇
し

た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
お
り
、
ぎ
ゃ
く
に
孔
礪
の
黒
黒
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の
血
統
、
権
益
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
根
拠
と
な
る
、

代
々
伝
え
て
い
く
べ
き
重
要
な
文
書
な
の
で
あ
っ
た
（
な
お
、
こ
れ
ら
の
う
ち
四
通
に
は
、
門
下
省
、
尚
書
省
の
ト
ッ
プ
か
ら
令
史
ま
で
文
書
発
給
に
関

わ
っ
た
ひ
と
び
と
の
肩
書
き
、
署
名
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
の
文
書
類
と
併
せ
て
、
宋
代
の
文
書
シ
ス
テ
ム
の
解
明
は
も
ち
ろ
ん
、
隅
宋
史
撫
「
宰
輔
表
」

の
確
認
、
増
補
や
、
よ
り
詳
細
な
中
央
官
庁
の
人
員
表
の
作
成
に
も
役
立
つ
）
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
四
十
九
代
孫
孔
礁
の
後
干
の
名
を
徽
州
に
探
す
な
ら
ば
、
い
き
な
り
五
十
五
代
孫
に
ま
で
下
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
弘
治

徽
州
府
志
』
巻
六
「
薦
辟
」
《
国
朝
》
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
孔
県
評
。
款
県
の
人
。
ほ
ん
ら
い
涜
聖
第
五
十
五
代
孫
に
あ
た
り
、
宋
朝
の
と
き
に
八
世
祖
の
孔
端
黒
が
は
じ
め
て
獄
県
に
家
を
構
え
た
。
克
喚
の
才
智
、

　
　
徳
行
が
群
を
抜
い
て
お
り
、
貧
し
さ
に
安
ん
じ
な
が
ら
学
問
に
励
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
当
地
の
官
庁
が
推
薦
し
て
役
人
と
な
し
た
。
洪
武
年
間
に
績
渓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
の
八
都
に
引
っ
越
し
た
。
唐
宋
以
来
の
高
官
と
な
っ
た
先
祖
た
ち
の
像
お
よ
び
詰
勅
が
と
も
に
の
こ
っ
て
い
る
。

　
孔
端
朝
以
降
の
も
の
な
ら
と
も
か
く
、
唐
の
祖
像
、
轟
轟
は
あ
り
え
な
い
。
誇
張
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
と
で
偽
造
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
遡

っ
て
も
う
少
し
正
確
な
記
事
を
さ
が
せ
ば
、
大
元
末
期
か
ら
明
初
に
か
け
て
の
文
人
で
績
漢
出
身
の
餅
頗
が
、
建
武
四
年
（
一
三
七
～
）
の
編

纂
に
係
る
『
貞
素
斎
集
』
の
巻
七
「
贈
孔
学
教
克
換
」
に
お
い
て

　
　
克
懊
は
、
な
ん
と
宣
聖
の
後
喬
で
あ
る
。
そ
の
八
世
祖
の
孔
端
朝
は
嘗
て
鰺
県
の
県
舜
と
な
っ
て
、
最
終
的
に
款
県
に
家
を
構
え
た
。
の
ち
邑
の
八
都
に
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⑱

　
　
　
転
居
し
た
。
克
換
は
、
官
庁
が
そ
の
才
智
、
徳
行
を
以
て
推
薦
し
、
儒
官
に
任
じ
ら
れ
た
。
家
蔵
の
孔
端
朝
の
誰
勅
が
今
も
な
お
の
こ
っ
て
い
る
。

と
証
策
し
て
い
る
の
に
ゆ
き
あ
た
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
孔
覆
革
こ
そ
先
の
五
通
の
文
書
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
孔
星
野
自

身
に
与
え
ら
れ
た
文
書
が
、
全
七
通
の
の
こ
り
の
二
通
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
次
節
に
お
い
て
紹
介
す
る
大
元
ウ
ル
ス
最
末
期
の
至

正
年
間
に
術
聖
公
が
発
給
し
た
【
平
角
孔
氏
子
孫
遊
学
首
級
】
、
お
よ
び
心
元
璋
が
呉
王
を
名
乗
っ
て
い
た
時
期
－
明
朝
の
開
国
直
前
に
興

安
府
か
ら
発
給
さ
れ
た
指
揮
【
国
初
優
免
孔
氏
子
孫
差
役
帖
】
で
あ
る
。

　
①
　
　
噸
弘
治
徽
州
府
志
』
巻
十
｝
「
詞
翰
～
・
序
」
《
新
安
続
磯
部
序
》
、
咽
渚
水
集
』
　
　
　
　
　
の
こ
、
洪
武
年
間
に
五
十
七
代
ま
で
増
補
し
た
碑
が
建
て
ら
れ
、
永
楽
七
年
（
一

　
　
巻
八
「
新
安
続
志
下
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
九
）
に
は
初
代
か
ら
五
十
九
代
ま
で
一
面
に
示
し
た
碑
が
新
た
に
建
て
ら
れ

　
②
隅
弘
治
徽
州
府
昏
睡
巻
十
「
人
物
四
・
寓
賢
扁
《
孔
端
木
》
に
も
同
文
を
収
め
　

た
（
上
裁
に
孔
顔
孟
氏
子
孫
教
授
の
察
平
の
記
を
載
せ
る
）
。
道
光
十
八
年
（
一

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
八
）
の
『
至
聖
林
廟
碑
目
睡
巻
二
は
崇
聖
祠
の
前
に
三
種
の
「
宗
派
図
」
碑

　
③
『
垂
幕
館
田
録
輪
巻
七
前
官
聯
上
・
著
作
佐
郎
」
に
よ
れ
ば
、
孔
端
朝
の
あ
ざ
　

が
立
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
門
石
頭
上
的
儒
家
文
献
隔
の
永
楽
七
年
碑
は
、

　
　
な
は
国
正
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
四
代
ま
で
の
系
図
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
「
孔
氏
宗
支
図
記
」
を
誤
っ
て
収

④
『
慈
渓
巡
合
日
蔭
分
類
齢
（
台
湾
国
家
図
書
館
後
至
元
三
年
男
昏
黄
氏
刊
本
）

　
巻
三
二
「
…
隅
里
譜
系
」
参
照
。
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）
に
第
四
十
六
代
孫
孔
宗

　
翰
が
刊
行
し
た
旧
譜
を
、
紹
興
二
年
目
一
＝
二
二
）
に
孔
端
朝
が
再
編
纂
、
序
文

　
を
附
し
、
紹
興
五
年
に
洪
興
祖
が
広
徳
で
刊
行
、
さ
ら
に
景
定
三
年
（
＝
一
六

　
〇
）
、
第
五
十
一
代
孫
の
孔
法
喜
が
最
新
の
デ
ー
タ
を
補
い
、
や
は
り
広
徳
で
刊

　
行
し
た
。
本
書
は
そ
れ
を
節
略
、
転
載
し
た
も
の
で
、
衛
州
の
孔
家
の
世
系
が
五

　
十
三
代
孫
ま
で
比
較
的
詳
細
に
書
か
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　
ほ
か
に
『
開
里
勲
盤
（
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
正
徳
元
年
刻
本
）
巻
帯
「
聞
達
子
孫
」
、

　
『
石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
「
四
十
六
世
孔
舜
亮
墓
碑
」
碑
陰
、
鎌
脚
十
七
世
世
若
升

　
墓
碑
」
、
「
永
楽
七
年
孔
子
族
譜
図
示
碑
」
（
～
八
三
一
一
八
五
、
三
七
〇
…
三
七

　
【
頁
、
附
録
五
）
も
参
照
。
五
十
四
代
襲
封
街
聖
公
の
孔
思
晦
は
、
天
暦
二
年
八

　
月
、
一
族
と
大
集
会
を
開
き
、
孔
子
か
ら
四
十
二
代
孔
潮
嵐
ま
で
、
四
十
三
代
孔

　
白
玉
か
ら
五
十
四
代
ま
で
の
系
図
を
両
面
に
刻
み
、
曲
阜
孔
子
醐
に
お
い
て
｛
大

　
イ
ヴ
ェ
ン
ト
と
し
て
立
石
し
た
（
『
擬
古
録
』
巻
十
九
門
孔
氏
宗
直
立
記
」
）
。
そ

　
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
代
か
ら
五
十
九
代
ま
で
の
ほ
ん
と
う
の
永
楽
七
年
碑
に

　
つ
い
て
は
、
天
暦
二
年
碑
の
碑
陽
と
と
も
に
、
馬
場
春
吉
欄
孔
子
聖
蹟
志
㎞
（
大

　
東
文
化
協
会
　
一
九
三
三
三
十
【
月
　
一
七
九
一
一
八
【
、
二
八
六
一
二
八
七

　
頁
）
に
移
録
、
馬
場
春
吉
欄
孔
孟
蟹
蹟
図
鑑
隔
（
由
東
文
化
研
究
会
　
一
九
四
〇

　
年
　
三
八
頁
）
に
拓
本
の
写
真
が
載
る
。
そ
こ
で
は
、
孔
伝
、
孔
端
朝
倉
の
名
は

　
見
え
な
い
。

⑤
比
較
的
手
軽
に
み
る
こ
と
の
で
き
る
琳
瑛
秘
難
論
書
本
『
東
家
雑
記
睡
は
、
銭

　
曽
、
張
金
吾
旧
蔵
の
抄
本
を
底
本
と
し
、
成
化
十
一
年
（
～
四
七
五
）
の
震
則
明

　
の
識
語
、
黄
　
烈
、
銭
大
所
の
題
蹟
を
附
す
宋
刊
本
の
系
統
に
属
す
る
（
『
鉄
琴

　
銅
剣
楼
宋
金
元
二
三
影
臨
「
史
部
一
一
＝
⊥
二
五
扁
）
。
闇
十
駕
斎
養
薪
録
』
巻
十
三

　
「
東
家
雑
記
扁
、
『
竹
汀
先
生
日
記
紗
胴
巻
一
が
述
べ
る
よ
う
に
、
下
巻
「
続
添
襲

　
封
世
系
」
に
曲
路
非
家
の
五
十
三
代
孔
沫
ま
で
配
列
さ
れ
る
こ
と
、
頁
に
よ
っ
て

　
は
欠
筆
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
四
十
七
代
孔
伝
の
原
著
の
ま
ま
で
は
な
く
、

　
大
元
ウ
ル
ス
治
下
で
増
補
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
巻
頭
の
「
杏
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檀
図
説
」
、
「
北
山
移
二
百
、
「
撃
蛇
笏
銘
」
、
一
元
祐
党
籍
」
は
後
人
の
増
補
で
、
巻

末
の
孔
下
燃
、
内
端
朝
、
孔
擬
の
序
も
別
に
行
わ
れ
て
い
た
『
家
譜
瞼
か
ら
抜
き

　
出
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
（
嘱
託
参
照
。
た
だ
し
、
門
続
添
襲
封
世
系
」
は
き

　
わ
め
て
簡
略
な
も
の
で
、
『
黄
氏
日
量
㎞
に
収
録
さ
れ
る
孔
応
得
の
『
家
譜
臨
は

参
照
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）
。
元
貞
二
年
目
一
二
九
六
）
に
平
水
で
刊
行
さ

　
れ
た
門
論
語
纂
耳
輪
（
名
古
屋
蓬
左
文
庫
蔵
）
の
「
杏
檀
」
、
元
刊
本
『
下
林
広

記
暁
続
首
巻
四
「
文
芸
類
」
の
「
夫
子
杏
檀
譜
図
」
と
比
較
し
て
も
、
根
当
技
術

　
が
落
ち
る
の
で
、
さ
ら
に
あ
と
の
明
の
覆
刻
本
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
揚
守

　
敬
の
旧
蔵
に
係
り
南
宋
末
の
刊
本
と
さ
れ
る
噸
監
本
纂
図
重
傷
憶
意
互
註
論
語
㎏

　
（
劉
氏
天
香
書
院
刊
本
）
に
は
、
「
杏
檀
」
図
は
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、
『
四
庫
全

　
書
』
が
底
本
と
し
た
『
東
家
雑
記
隔
は
、
張
鉤
衡
の
三
蔵
で
規
在
は
台
湾
国
家
図

　
害
館
が
所
蔵
す
る
明
西
安
県
知
県
目
安
張
工
身
補
刻
本
と
同
じ
系
統
の
テ
キ
ス
ト

　
で
あ
る
。
成
淳
元
年
／
至
元
二
年
（
一
二
六
五
）
、
旧
版
の
摩
滅
が
ひ
ど
く
な
つ

　
た
た
め
、
五
十
三
代
術
聖
公
課
沫
が
上
弓
で
重
刻
し
た
も
の
で
、
敷
革
十
　
年

　
（
～
二
五
一
）
に
江
西
漕
運
司
が
刊
行
し
た
噸
新
刻
東
家
雑
記
睡
も
参
照
さ
れ
て

　
い
る
。
前
者
の
テ
キ
ス
ト
群
と
こ
と
な
り
、
巻
頭
に
「
宣
聖
小
罪
」
、
「
宋
高
宗
皇

　
防
御
讃
」
（
以
上
が
張
潤
身
の
補
刻
）
、
「
孔
聖
生
年
月
日
考
異
常
（
淳
祐
十
一
年
の

　
幅
飛
疾
の
蹟
を
附
す
）
が
掲
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
上
巻
「
歴
代
崇
奉
・
本
朝
」
の
”

　
宣
和
二
年
（
一
一
＝
｝
）
、
朝
廷
が
少
憩
監
鋳
造
の
至
聖
文
宣
王
廟
に
銅
印
一
個

　
を
果
し
た
”
と
の
記
事
を
、
無
相
五
年
の
こ
と
と
し
た
上
、
さ
ら
に
そ
の
印
式
、

　
背
文
の
挿
図
を
収
録
す
る
。
高
吟
を
“
今
上
皇
帝
”
と
呼
ば
な
い
。
下
巻
末
尾
に

　
は
「
続
添
襲
封
世
系
」
の
か
わ
り
に
宝
祐
二
年
（
＝
～
五
四
）
の
趙
汝
騰
「
南
渡

　
家
廟
扁
記
を
置
き
、
正
宗
翰
、
孔
端
黒
、
孔
擬
の
三
序
の
か
わ
り
に
成
淳
元
年
の

　
凋
竹
下
の
難
文
を
載
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
併
せ
て
参
照

　
す
べ
き
で
あ
る
。

⑥
”
宣
和
末
、
女
真
始
入
替
、
靖
康
丙
午
、
群
盗
蜂
起
、
家
所
蓄
蔵
、
蕩
然
雲
散
。

　
建
炎
戊
申
十
月
、
端
朝
不
得
已
玄
陵
境
南
奔
。
明
年
己
酉
八
月
、
網
具
以
孔
氏
子

　
孫
、
面
差
徽
州
野
県
令
。
後
二
年
辛
亥
四
月
赴
官
。
六
月
、
張
二
野
隠
州
・
影
之

　
四
境
、
焚
殺
一
空
。
端
朝
与
信
累
々
山
間
、
僅
得
不
死
。
所
携
上
世
詰
勅
・
祖
父

　
遺
書
・
生
生
所
資
、
皆
失
之
　
”
。
な
お
、
『
曲
阜
孔
府
棺
案
史
料
選
編
　
第
三
編

　
清
代
棺
案
史
料
　
第
一
冊
』
「
孔
子
世
家
譜
旧
序
」
［
続
修
直
隷
保
定
府
翼
州
南
宮

　
県
立
来
世
家
譜
（
一
〇
〇
〇
）
］
、
「
院
江
孔
子
支
譜
自
叙
」
［
増
修
院
江
世
系
孔
子

　
痛
止
巻
一
（
｝
〇
六
一
）
之
十
二
（
斉
魯
書
社
　
一
九
八
○
年
二
月
　
三
一
二

　
一
三
一
四
頁
）
に
も
、
孔
端
朝
が
も
の
し
た
紹
興
二
年
五
月
一
日
付
け
の
『
孔
子

　
世
家
譜
』
一
す
な
わ
ち
『
郡
斎
読
書
志
㎞
の
い
う
噸
続
修
閾
里
世
系
腕
の
序
文

　
と
し
て
ほ
ぼ
同
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑦
『
東
家
雑
記
瞼
巻
上
「
歴
代
崇
奉
・
本
朝
」
“
平
鋼
三
年
十
一
月
十
四
日
奉
聖

　
旨
…
…
”
、
“
崇
寧
三
年
十
｝
月
十
六
日
勅
司
封
供
到
文
宣
王
立
後
、
襲
封
条
貫
下

　
項
…
…
”
、
〃
同
和
陽
年
二
月
二
十
～
日
清
聖
旨
…
…
”

⑧
隅
東
家
雑
記
』
巻
上
「
歴
代
崇
奉
・
本
朝
」
“
今
上
皇
帝
紹
興
二
年
、
勅
送
到

　
難
境
状
…
…
”
、
”
紹
興
二
年
六
月
内
灘
尚
書
省
筍
子
…
…
”

⑨
孔
伝
の
紹
興
四
年
三
月
の
時
点
に
お
け
る
肩
書
き
は
、
”
右
朝
議
大
夫
知
撫
州

　
軍
州
事
兼
管
内
勧
農
使
仙
薬
県
開
国
男
食
邑
三
巴
戸
借
紫
金
魚
袋
”
。
た
だ
し
、

　
『
四
庫
全
書
』
本
の
系
統
の
『
東
家
雑
記
臨
は
”
金
魚
袋
”
を
記
さ
な
い
。
な
お
、

　
朝
事
は
遡
る
こ
と
十
年
前
の
宣
和
六
年
、
“
朝
講
大
夫
知
邪
州
軍
州
事
借
紫
金
魚

　
袋
”
で
あ
っ
た
と
き
に
、
噸
孔
氏
祖
庭
雑
記
臨
を
編
纂
し
て
お
り
、
こ
ん
に
ち
金

　
朝
治
下
、
曲
阜
で
重
修
さ
れ
た
糊
孔
氏
祖
庭
広
記
』
（
『
四
部
叢
刊
輪
所
収
　
大
蒙

　
古
国
壬
寅
年
／
＝
～
四
二
刊
本
）
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
南

　
渡
し
た
孔
端
朝
を
、
“
四
十
七
代
、
太
学
博
士
”
に
誤
る
。

⑩
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
暁
巻
五
九
門
紹
興
二
年
十
月
辛
亥
」
、
巻
六
一
「
紹
興

　
二
年
十
有
二
月
戊
午
」
、
巻
六
六
「
紹
興
三
年
六
月
甲
辰
」
、
巻
六
七
「
紹
興
三
年

　
七
月
乙
巳
」
、
巻
七
六
「
紹
興
四
年
五
月
丙
辰
」
、
巻
七
九
「
紹
興
四
年
八
月
己

　
亥
」
、
『
南
宋
館
閣
録
穂
懸
七
「
鴬
巣
上
・
著
作
佐
野
」
、
巻
葉
「
官
聯
下
・
正
字
」

⑪
前
掲
『
曲
阜
孔
府
櫨
案
史
料
選
編
第
二
編
明
代
日
案
史
料
全
一
偲
㎞
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「
宋
朝
優
免
臨
江
孔
氏
族
人
賦
瀬
切
」
［
続
修
江
西
臨
江
孔
氏
支
譜
（
一
～
〇

　
一
）
］
（
斉
魯
三
社
　
一
九
八
○
年
八
月
　
一
一
八
頁
）
、
『
嘉
論
難
江
府
志
』
四
四

　
「
宮
師
表
築
三
」
《
孔
端
木
》
参
照
。

⑫
隅
丹
難
壁
隔
巻
八
「
軍
学
記
扁
に
”
先
聖
四
十
八
世
孫
尚
書
調
郎
端
朝
”
が
、

　
嘗
て
の
同
僚
で
噸
続
修
闘
里
世
系
臨
の
刊
行
協
力
者
洪
興
祖
の
建
設
し
た
広
徳
軍

　
の
学
校
の
式
典
に
立
ち
会
っ
た
記
録
が
の
こ
る
か
ら
、
紹
興
九
年
の
段
階
で
存
命

　
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

⑬
『
閾
里
誌
臨
登
；
聞
達
子
孫
」
は
“
理
、
字
強
勢
、
端
木
子
。
朝
政
郎
、
婆

　
州
蘭
渓
県
主
簿
”
と
い
う
。

⑭
『
閉
里
誌
隔
巻
二
「
聞
達
子
孫
」
に
は
”
礫
、
字
仲
石
。
初
害
獣
。
端
木
子
。

　
承
直
郎
、
監
左
蔵
西
上
庫
、
終
通
直
郎
”
と
あ
る
。

⑮
　
　
隅
閾
里
華
洛
巻
二
「
歴
代
授
官
恩
沢
扁
に
“
紹
興
二
年
余
環
補
廻
功
郎
、
此
後

　
四
十
九
代
礫
授
麺
功
郎
、
斑
晶
廻
功
郎
池
州
石
壕
主
簿
”
と
あ
る
。
『
盤
渓
黄
氏

　
日
抄
分
類
㎞
巻
三
二
「
閥
里
譜
系
漏
で
は
、
鴬
遷
朝
の
子
供
た
ち
の
情
報
が
四
十

　
九
代
孫
で
は
な
く
五
十
代
孫
の
項
目
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
〃
礫
、
蘭
留
簿
。
躁
、
左
蔵
庫
。
環
、
廼
功
。
珠
、
廻
功
論
難
簿
尉
”
と
い
う
。

⑯
『
東
家
雑
記
隔
巻
上
「
歴
代
凹
目
・
本
朝
扁
”
太
平
興
国
三
年
、
詔
免
本
家
税

　
租
。
先
是
歴
代
以
聖
入
之
後
、
不
預
庸
調
。
顕
徳
中
、
母
艦
均
田
、
遂
抑
編
戸
、

　
至
是
特
免
”
、
“
哲
宗
皇
帝
元
祐
元
年
、
因
四
十
六
代
孫
朝
議
大
夫
職
母
川
卿
宗
翰

　
奏
請
、
及
臣
盤
上
言
、
墨
黒
問
典
、
奉
墾
旨
令
礼
部
・
太
常
寺
同
国
詳
定
典
礼
下

　
項
。
～
．
賜
割
書
～
本
、
置
敏
軍
官
一
員
。
妄
挙
尊
長
官
人
内
差
、
或
委
本
路
監

　
司
保
挙
有
行
義
人
充
、
令
敏
諭
本
家
子
弟
、
内
挙
人
、
依
本
州
三
聖
例
、
優
与
供

　
給
、
如
隣
近
郷
人
願
従
学
者
聴
”
。

⑰
孔
克
換
。
鍬
入
。
本
宣
聖
五
十
五
世
孫
。
在
宋
八
世
祖
端
朝
空
家
鍬
。
有
司
以

　
克
換
才
行
不
群
、
安
貧
志
学
、
挙
為
官
。
洪
武
間
幽
居
績
渓
八
都
。
唐
山
以
来
顕

　
宣
祖
像
及
詰
勅
倶
存
。

⑱
克
換
乃
宣
聖
見
当
。
其
八
世
祖
端
場
（
常
）
［
嘗
］
写
影
県
歩
。
遂
家
於
敏
。

　
獲
麟
邑
之
八
都
。
克
換
有
司
以
才
行
挙
為
儒
宮
。
家
蔵
端
朝
権
勅
猶
存
。

　
聞
説
君
家
好
山
水
、
至
今
猶
是
魯
儒
風
。
春
時
練
帯
焦
初
上
、
霜
後
世
屏
葉
更
紅
。

　
不
是
新
安
来
孔
氏
、
如
何
三
里
有
文
公
。
聖
賢
道
統
相
伝
妙
、
自
北
而
南
意
已
通
。
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三
　
術
聖
公
の
命
令
書

　
【
元
給
孔
氏
子
孫
遊
学
文
安
】
と
は
、
す
な
わ
ち
、
”
大
元
時
代
、
孔
氏
の
子
孫
が
遊
学
す
る
さ
い
に
発
給
さ
れ
た
証
明
書
”
の
謂
い
で
あ

る
。
弘
治
年
間
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
『
四
庫
全
書
』
本
と
異
な
り
、
“
聖
旨
”
、
〃
宣
聖
”
な
ど
の
「
聖
な
る
文
字
」
、
お
よ
び
ほ
ん
ら
い
改
行
さ

れ
て
い
た
と
思
し
き
文
字
の
前
に
お
い
て
、
一
字
空
格
の
処
理
が
為
さ
れ
て
い
る
。
移
録
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
大
元

ウ
ル
ス
治
下
の
文
書
に
も
っ
と
も
よ
く
見
ら
れ
る
書
式
に
即
し
、
行
替
・
拍
頭
を
施
す
。
な
お
、
も
と
の
文
書
は
、
術
聖
公
自
ら
が
し
た
た
め

た
と
考
え
ら
れ
、
詔
、
告
身
の
よ
う
に
～
行
あ
た
り
何
文
字
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
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【
原
文
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
皇
帝
聖
旨
裏
：
嘉
議
大
夫
襲
封
孔
聖
公
、
拠
族
人
孔
克
換
状
呈
：
「
街
宣
聖
五
十
五
代
孫
、
同
弟
避
難
偉
等
欲
行
前
往
蓮
南
等
処
遊
学
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
皇
師
間
道
、
以
広
見
聞
、
収
買
書
藷
、
誠
恐
各
処
学
院
不
行
紫
黒
応
付
養
膳
銭
糧
。
告
乞
施
行
。
得
此
」
。
照
得
；
元
奉

　
　
　
集
賢
院
盗
：
「
承
奉

　
　
　
中
書
省
札
付
：
『
送
拠
礼
部
呈
：
［
照
得
；
欽
奉

　
聖
旨
節
該
：
【
孔
子
之
道
、
垂
憲
万
世
、
有
国
家
者
、
所
當
崇
奉
】
。
暴
露
。
除
墨
書
外
、
孔
氏
子
孫
遊
学
去
処
、
理
合
優
憶
、
所
在
学
院
、

　
　
　
毎
名
支
給
白
米
二
石
、
中
統
紗
二
十
両
、
早
行
供
宿
意
、
応
付
脚
力
、
庶
不
負

　
聖
朝
崇
重

　
　
　
宣
聖
、
優
異
後
人
之
美
意
。
具
呈
照
詳
。
得
此
ご
。
盗
請
依
例
施
行
。
奉
此
」
。
又
韻
書
：
近
奉
江
南
諸
道
行
御
史
台
札
付
：
「
今
後

　
　
　
除
平
顔
孟
三
氏
子
孫
遊
学
去
処
、
仰
所
在
学
院
、
依
例
応
付
施
行
。
承
此
」
。
今
拠
見
呈
：
仰
経
過
華
府
州
県
志
学
書
院
、
験
此
文

　
　
　
葱
、
毎
名
依
例
支
給
銭
糧
、
応
付
施
行
。
所
有
文
懸
、
須
馬
出
導
者
。

　
　
　
　
一
行
四
名
　
克
喚
、
克
偉
、
克
新
、
克
文

　
　
　
　
右
付
孔
克
換
等
。
収
執
。
准
此
。

　
　
　
至
正
某
年
　
月
　
日

＊
こ
の
時
代
の
文
書
の
体
例
か
ら
す
れ
ば
、
孔
夢
野
の
“
状
呈
”
は
、
”
状
告
”
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
、
孔
克
換
の
申
講
書
の
末
尾
に

　
　
へ

は
“
告
乞
施
行
”
と
あ
る
。
し
か
し
、
後
の
箇
所
で
も
、
術
語
公
は
か
れ
の
申
請
書
を
“
男
爵
”
と
言
っ
て
お
り
、
告
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
族
入
の

申
請
で
あ
る
こ
と
へ
の
配
慮
か
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
申
請
は
各
地
の
孔
氏
の
族
長
に
よ
っ
て
一
括
し
て
曲
阜
の
街
聖
公
府
に
送
ら
れ
る
た
め

か
も
し
れ
な
い
。

＊
＊
ふ
つ
う
な
ら
ば
、
集
賢
院
の
沓
は
”
奉
”
じ
る
の
で
は
な
く
”
准
”
け
る
も
の
で
、
誤
長
、
あ
る
い
は
明
代
の
中
途
半
端
な
理
解
の
も
と
に
改
字
さ
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れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
集
賢
院
と
磁
器
公
の
関
係
は
未
解
明
の
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
直
接
に
示
す
文
献
自
体
、
こ

の
文
書
し
か
存
在
し
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
根
本
資
料
を
現
在
の
こ
っ
て
い
る
資
料
の
知
見
で
も
っ
て
安
易
に
校
勘
す
べ
き
で
は

な
い
と
考
え
る
。
そ
の
ま
ま
提
示
す
る
所
以
で
あ
る
。
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門
日
本
語
訳
】

　
カ
ア
ン
　
ジ
ャ
ル
リ
ク
　
　
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
皇
帝
の
聖
旨
の
裏
に
：
嘉
議
大
夫
襲
封
術
聖
公
が
拠
け
と
っ
た
族
人
孔
克
換
の
状
呈
に
：
「
宣
聖
（
孔
子
の
美
称
）
の
五
十
五
代
目
の
子
孫

　
　
　
に
あ
た
る
私
、
孔
克
換
は
、
弟
の
孔
克
偉
等
と
と
も
に
、
江
南
の
あ
ち
こ
ち
に
赴
き
遊
学
し
て
、
学
問
の
師
を
た
ず
ね
、
道
に
つ
い

　
　
　
て
問
い
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
聞
を
広
め
、
書
籍
を
購
入
、
収
集
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
た
だ
、
ま
こ
と
気
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
か
り
ま
す
の
は
、
各
地
の
廟
学
、
書
院
が
体
例
ど
お
り
生
活
手
当
、
現
金
、
糧
食
を
給
付
し
て
く
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

　
　
　
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
申
告
い
た
し
ま
す
の
で
命
令
書
を
発
給
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
此
レ
ヲ
得
ラ
レ

　
　
　
　
ヨ
」
と
あ
っ
た
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
も
と
も
と

　
　
　
集
賢
院
よ
り
奉
っ
て
い
た
沓
文
に
は
「
承
奉
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ

　
　
　
中
書
省
の
札
付
に
『
送
っ
て
食
け
と
っ
た
礼
部
の
呈
に
［
調
べ
た
と
こ
ろ
、
軽
し
ん
で
奉
じ
た

　
ジ
ャ
ル
り
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

　
聖
旨
の
所
掌
に
：
【
孔
子
の
道
は
、
万
世
に
憲
を
垂
れ
、
国
家
を
統
べ
る
者
が
、
崇
め
奉
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
教
え
で
あ
る
M
此
レ
ヲ

　
　
　
欽
シ
メ
、
と
あ
り
ま
す
。
出
し
ん
で
遵
守
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
孔
子
の
子
孫
が
遊
学
に
出
か
け
る
場
所
は
、
道

　
　
　
理
と
し
て
優
待
し
必
要
な
も
の
を
恵
み
与
え
る
べ
き
で
す
。
当
地
の
廟
学
、
書
院
は
、
各
人
に
白
米
二
石
、
中
統
紗
二
十
両
を
支
給

　
　
　
し
、
ま
た
宿
泊
場
所
を
提
供
し
、
旅
費
を
給
付
す
れ
ば
、

　
聖
な
る
大
元
ウ
ル
ス
朝
廷
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む

　
　
　
書
聖
を
崇
め
重
ん
じ
、
そ
の
後
人
を
特
別
に
優
遇
す
る
と
い
う
麗
し
い
御
心
に
、
ほ
ぼ
負
か
な
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
呈
文
を
添
付
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し
て
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
詳
細
に
お
調
べ
ご
検
討
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
此
レ
ヲ
得
ラ
レ
ヨ
］
と
い
っ
て
き
た
』
と
あ
っ
た
。

　
　
　
　
沓
文
を
送
っ
て
お
願
い
も
う
し
あ
げ
る
。
体
例
に
依
拠
し
て
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
。
此
レ
ヲ
要
望
ヨ
」
と
あ
っ
た
。
又
、
調
べ
た
と

　
　
　
　
こ
ろ
、
近
ご
ろ
、
江
南
諸
道
行
御
史
台
よ
り
奉
っ
た
札
付
に
「
今
後
、
孔
・
顔
・
孟
三
脚
の
子
孫
が
遊
学
し
に
い
っ
た
場
所
は
も
ち

　
　
　
　
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
当
地
の
廟
学
、
書
院
に
申
し
渡
し
て
、
体
例
に
依
拠
し
て
給
付
施
行
せ
よ
。
此
レ
ヲ
承
ケ
ヨ
」
と
あ
っ
た
。

　
　
　
　
今
、
こ
の
孔
克
懊
の
羅
文
を
受
け
取
っ
た
の
で
、
か
れ
ら
が
経
過
し
て
い
く
路
・
府
・
州
・
県
の
廟
学
、
書
院
に
申
し
渡
す
。
此
の

　
　
　
　
証
明
書
を
吟
味
し
、
各
人
ご
と
に
体
例
に
依
拠
し
て
現
金
、
糧
食
を
支
給
し
、
給
付
施
行
せ
よ
。
あ
ら
ゆ
る
命
令
書
は
必
要
な
れ
ば

　
　
　
　
こ
そ
討
議
し
て
発
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
行
は
、
孔
克
換
、
孔
克
偉
、
孔
克
新
、
孔
克
文
の
西
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
右
、
孔
克
換
等
に
付
与
す
。
執
照
を
収
め
よ
。
此
レ
ヲ
准
ケ
ヨ
。

　
　
　
　
至
正
某
年
　
月
　
日

　
　
＊
”
養
膳
の
銭
糧
”
す
な
わ
ち
”
生
活
手
当
て
と
し
て
の
現
金
、
糧
食
”
と
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
孔
克
換
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
生
き
て
い

　
　
く
た
め
の
最
低
限
の
手
当
て
と
書
籍
購
入
費
や
交
際
費
な
ど
の
小
遣
い
、
宿
泊
費
、
旅
費
を
分
け
て
請
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
後
の
箇
所

　
　
に
お
い
て
街
聖
公
が
い
う
”
母
樹
支
給
銭
糧
”
と
区
別
し
て
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
お
い
た
。
註
⑳
の
用
例
も
参
照
。

　
ま
ず
、
こ
の
命
令
書
を
発
給
し
た
嘉
議
大
夫
襲
封
街
聖
公
は
誰
か
。
至
正
年
間
の
発
給
だ
か
ら
可
能
性
と
し
て
は
ふ
た
り
。
第
五
十
五
代
孫

の
会
話
堅
（
字
は
環
夫
）
、
そ
し
て
か
れ
の
息
子
の
第
五
十
六
代
孫
孔
希
学
（
字
は
予
行
）
で
あ
る
。
孔
克
堅
は
、
冬
至
元
六
年
（
一
三
四
〇
）
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
月
に
宿
聖
公
を
襲
封
し
た
。
至
正
六
年
（
一
三
四
六
）
に
、
中
書
省
が
、
術
中
公
の
爵
（
一
品
）
と
階
が
つ
り
あ
っ
て
い
な
い
の
で
、
正
三
品

下
の
嘉
議
大
夫
か
ら
従
二
品
下
の
中
奉
大
夫
へ
引
き
上
げ
て
銅
章
を
銀
閣
に
換
え
て
は
ど
う
か
と
上
奏
し
た
。
翌
至
正
七
年
の
秋
に
曲
芸
の
孔

克
堅
に
宣
命
お
よ
び
酒
醗
が
送
ら
れ
、
至
正
八
年
（
一
三
四
八
）
の
四
月
に
は
あ
ら
た
め
て
、
国
子
学
に
お
い
て
じ
き
じ
き
に
術
聖
公
の
銀
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
賜
り
、
中
奉
大
夫
に
昇
進
し
た
の
で
あ
っ
た
。
至
正
十
五
年
十
月
に
同
県
太
常
礼
儀
年
半
に
任
じ
ら
れ
た
の
を
機
に
、
再
生
公
は
と
う
じ
二
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＋
晟
で
あ
っ
た
孔
希
学
が
継
ミ
中
奉
大
夫
の
資
品
も
そ
の
ま
ま
受
け
黒
い
や
し
た
が
っ
て
・
嘉
議
大
夫
襲
封
術
聖
公
の
　
膚
書
き
は
・
孔

克
堅
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
ず
、
こ
こ
に
掲
げ
た
命
令
書
の
発
給
年
月
日
じ
た
い
、
至
正
元
年
か
ら
至
正
八
年
の
四
月
以
前
、
わ
ず
か
七
年
あ

ま
り
の
期
間
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
孔
克
換
と
そ
の
弟
た
ち
孔
黒
髪
、
驚
悸
新
、
葉
箒
文
の
う
ち
三
人
は
、
【
国
初
優
免
里
余
子
孫
差
役
帖
】
に
お
い
て

　
　
先
聖
五
十
五
代
の
嫡
孫
に
係
る
私
ど
も
は
、
獄
県
の
西
南
隅
の
南
門
の
内
に
寓
居
し
、
先
聖
孔
子
の
家
続
を
建
立
し
て
お
り
ま
し
た
・
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
、
興
安
府
の
儒
学
に
連
名
で
申
告
す
る
儒
人
孔
舜
夫
、
孔
明
夫
、
孔
和
夫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宣
聖
五
十
五
代
孫
は
、
み
な
名
の
㏄
面
目
に

“
克
”
の
字
を
、
あ
ざ
な
の
二
字
目
に
“
夫
”
の
字
を
用
い
て
命
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
門
国
初
重
三
孔
氏
子
孫
差
役
帖
】
は
、
ほ

か
の
文
書
と
こ
と
な
り
発
給
の
年
を
記
さ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
銭
大
所
が
『
陶
学
士
先
生
文
集
』
や
『
鼻
山
堂
別
集
』
巻
八
五
、
八
六

「
詔
令
雑
考
」
を
も
ち
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
育
林
児
の
偽
宋
の
年
号
”
龍
鳳
”
を
奉
じ
て
い
た
こ
と
を
、
の
ち
に
『
明
太
祖
実
録
』
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

じ
め
、
隠
し
て
書
さ
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
龍
鳳
元
年
は
至
正
十
五
年
（
一
三
五
五
）
に
あ
た
り
、
そ
の
年
号
は
、
至
正
二
七
年
／
呉
の

元
年
（
一
三
六
七
）
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
く
わ
え
て
、
文
書
の
冒
頭
に
“
皇
帝
聖
旨
、
呉
王
令
旨
”
の
書
式
を
用
い
た
の
は
、
龍
鳳
十
年
／
至

正
二
四
年
（
一
三
六
四
）
か
ら
龍
鳳
十
二
年
／
至
正
二
六
年
（
一
三
六
六
）
の
わ
ず
か
三
年
の
問
で
あ
り
、
志
州
が
興
安
府
と
称
さ
れ
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
、
呉
の
元
年
よ
り
前
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
獄
県
に
住
ま
う
孔
克
換
等
四
兄
弟
は
、
江
南
の
各
地
に
遊
学
し
、
書
籍
を
購
入
す
る
費
用
と
し
て
、
生
活
手
当
、
現
金
、
糧
食

を
当
然
の
よ
う
に
請
求
す
る
。
各
地
の
下
学
、
書
院
が
そ
れ
を
負
担
す
る
の
は
、
す
で
に
決
ま
り
ご
と
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
か
れ
ら
が
根
拠
に
し
て
い
る
の
は
、
中
書
省
が
降
し
た
筍
付
で
、
孔
子
の
子
孫
が
遊
学
す
る
さ
い
に
は
、
当
地
の
廟
学
、
書
院
が
、
各
人
に

白
米
二
野
、
醜
草
紗
二
十
両
、
宿
泊
場
所
、
旅
費
を
提
供
す
る
よ
う
に
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
勧
付
は
、
術
聖
賞
翫
克
堅
が
里
家
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

表
と
し
て
（
正
一
教
の
張
塗
師
と
同
様
の
手
続
き
に
よ
り
）
、
“
儒
・
道
の
二
教
を
摸
す
る
”
集
画
院
を
通
じ
て
、
中
書
省
に
提
出
し
た
申
請
に
対
す
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る
回
答
で
あ
り
、
街
聖
公
に
届
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
行
省
、
儒
学
提
燈
司
、
総
蓮
府
等
を
通
じ
て
各
地
に
掲
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

中
書
省
の
筍
付
が
正
確
に
い
つ
発
令
さ
れ
た
の
か
は
、
現
在
の
こ
っ
て
い
る
資
料
か
ら
は
、
特
定
で
き
な
い
。

　
中
書
省
の
礼
部
が
孔
子
の
子
孫
の
優
遇
の
根
拠
と
し
て
引
用
し
た
の
は
、
至
元
三
一
年
（
ご
一
九
四
）
七
月
に
発
令
さ
れ
た
成
宗
テ
ム
ル
の

　
　
　
　
　
⑩

「
勉
励
学
校
詔
」
で
あ
る
。
こ
の
詔
は
、
“
野
阜
の
林
廟
、
上
都
、
大
都
、
諸
の
路
・
府
・
州
・
県
・
邑
の
応
に
幽
く
べ
き
廟
学
、
書
院
”
の

保
護
を
う
た
う
。
そ
し
て
、
学
校
の
経
営
の
た
め
の
不
動
産
、
産
業
、
及
び
貢
士
荘
田
か
ら
得
ら
れ
る
銭
糧
を
、
春
秋
二
丁
の
祭
祀
、
教
師
と

学
生
の
生
活
費
に
あ
て
る
ほ
か
、
貧
寒
老
病
に
苦
し
む
儒
者
で
多
く
の
人
々
に
尊
敬
さ
れ
て
い
る
人
に
毎
月
米
糧
を
支
給
し
て
、
救
済
、
支
援

す
る
こ
と
、
破
損
し
た
建
物
の
補
修
に
使
用
す
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
詔
は
、
曲
阜
の
孔
子
廟
を
筆
頭
に
、
各
地
の
廟
学
、
書
院
が
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

益
誇
示
の
た
め
に
碑
に
刻
し
、
い
こ
の
カ
ア
ン
た
ち
に
よ
っ
て
も
踏
襲
さ
れ
た
。

　
孔
克
換
等
が
申
請
し
た
と
き
、
街
上
公
孔
克
雪
は
、
ち
ょ
う
ど
江
南
雲
台
か
ら
、
廟
学
、
書
院
に
対
し
て
給
付
を
命
令
す
る
文
書
の
発
給
権

を
あ
ら
た
に
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
優
遇
措
置
の
対
象
は
、
孔
子
の
子
孫
の
み
な
ら
ず
愛
子
、
孟
子
の
子
孫
に
ま
で
広
げ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
山
東
曲
阜
の
街
聖
公
に
対
し
て
、
御
史
台
で
は
な
く
江
南
行
台
が
文
書
を
送
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
遊
学
先
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
る
廟
学
、
書
院
が
江
南
行
台
の
管
轄
に
属
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
い
て
、
廟
堂
、

　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

書
院
は
月
益
歳
増
し
、
江
南
の
学
田
の
数
は
、
美
髪
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
っ
た
。
そ
し
て
比
量
、
江
西
の
廟
学
、
書
院
の
学
田
か
ら
あ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
銭
糧
が
、
曲
阜
の
孔
子
廟
の
重
罪
を
は
じ
め
、
公
的
な
出
版
事
業
、
科
挙
の
諸
経
費
等
に
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
孔
克
換
の
言
の
ご
と
く
、
書
籍
の
収
集
、
購
入
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
江
南
漏
路
の
廟
学
、
書
院
を
渡
り
歩
く
の
が
最
上
の

方
法
で
あ
っ
た
。
温
州
路
の
総
管
趙
鳳
儀
が
延
祐
五
年
（
一
＝
二
八
）
に
路
学
で
刊
行
し
た
大
字
本
『
四
書
集
註
』
の
版
木
を
稽
古
閣
に
置
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

購
入
希
望
者
に
印
刷
販
売
し
た
よ
う
に
、
ま
た
杭
州
路
の
西
湖
書
院
や
忍
辱
の
路
、
県
、
州
の
儒
学
、
書
院
が
蔵
し
た
版
木
の
リ
ス
ト
を
み
て

　
　
　
　
　
　
⑰

も
わ
か
る
よ
う
に
、
各
地
の
儒
学
、
書
院
、
精
舎
は
、
国
家
出
版
の
下
請
け
の
み
な
ら
ず
、
良
書
の
刊
行
、
古
賢
善
本
の
覆
刻
に
つ
と
め
、
そ

れ
ら
の
版
木
を
保
管
し
、
印
刷
所
も
も
っ
て
い
た
。
書
物
の
収
集
を
精
力
的
に
行
い
、
抄
写
、
校
勘
の
た
め
の
貸
し
出
し
サ
ー
ヴ
ィ
ス
も
行
っ
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⑱

て
い
た
。
さ
ら
に
、
重
慶
路
（
金
陵
）
、
杭
州
路
、
慶
横
路
、
六
斎
路
、
江
西
の
吉
安
路
等
に
は
、
携
帯
に
便
利
な
小
字
本
、
巾
箱
本
を
売
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

書
斎
が
林
立
し
て
お
り
、
受
験
参
考
書
、
平
話
、
詞
話
な
ど
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
謬
説
公
の
命
令
書
が
発
令
さ
れ
た

こ
ろ
、
秘
書
大
学
の
イ
エ
ス
デ
ル
は
、
江
南
に
て
三
十
万
巻
に
も
及
ぶ
書
と
礼
器
を
収
集
、
購
入
し
、
何
艘
も
の
船
に
載
せ
て
四
川
に
持
ち
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
、
自
身
が
創
建
し
た
三
つ
の
書
院
に
置
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
五
十
四
代
歯
聖
公
の
孔
思
慮
自
体
が
、
二
三
孔
子
廟
の
金
言
堂
を
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
直
し
た
と
き
、
中
書
省
に
願
い
出
て
、
”
江
南
郡
県
の
書
籍
”
を
置
い
た
の
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
儒
学
、
書
院
の
教
授
、
山
長
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
国
家
出
版
に
値
す
る
書
物
か
ど
う
か
の
審
査
や
出
版
に
際
し
て
の
校
正
作
業
を
委

託
さ
れ
る
地
方
の
名
儒
、
そ
れ
な
り
の
学
識
を
備
え
た
人
々
で
、
モ
ン
ゴ
ル
の
文
官
た
ち
と
も
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
の

「
学
問
の
師
を
た
ず
ね
、
道
に
つ
い
て
問
い
」
、
人
脈
を
築
い
て
い
く
に
も
、
ま
こ
と
に
有
益
な
旅
な
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
孔
克
換
等
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
あ
て
が
い
扶
持
の
白
米
二
石
、
中
幸
紗
二
十
両
は
、
当
時
ど
れ
く
ら
い
の
価
値
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
至
正
元
年
正
月
一
日
に
発
令
さ
れ
た
改
元
の
詔
の
一
丁
に
よ
る
と
、
行
省
、
行
宮
、
二
面
勲
等
の
宮
で
職
田
が
な
い
者
に
対
し
、
俸
銭
の
ほ

か
に
毎
月
禄
米
を
品
級
に
照
ら
し
て
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
玉
石
を
支
給
さ
れ
た
の
は
六
品
以
下
で
あ
る
。
官
省
が
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

場
合
は
、
か
わ
り
に
一
石
あ
た
り
中
統
紗
で
二
十
五
両
が
支
給
さ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
江
漸
行
十
三
の
路
の
総
管
府
が
至
正
六
年
五
月
に
算
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
物
価
表
に
よ
る
と
、
梗
米
の
上
等
品
で
あ
る
白
米
は
、
毎
石
、
中
羅
紗
で
四
十
両
と
い
う
か
ら
、
孔
克
喚
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
白
米
と
現

金
で
あ
わ
せ
て
中
筋
紗
で
大
体
七
十
両
か
ら
百
両
の
支
給
が
約
束
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
学
官
以
外
の
名
工
書
面
に
江
南
の
儒
学
、
書
院
が
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

給
し
て
い
た
一
箇
月
分
の
食
糧
と
比
べ
て
も
、
破
格
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
か
れ
ら
の
場
合
、
月
ご
と
で
は
な
く
、
滞
在
先
を
換
え
る

た
び
に
支
給
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ム
チ
の
宿
泊
地
で
使
臣
一
人
に
支
給
さ
れ
る
白
米
は
～
升
だ
か
ら
、
単
純
計
算
す
れ
ば
一
度
に
二
百
日
分
受
け
取

っ
て
お
り
、
酒
代
や
、
肉
を
は
じ
め
と
し
た
お
か
ず
、
調
味
料
、
燃
料
な
ど
の
諸
雑
費
を
差
し
引
い
て
も
、
ず
い
ぶ
ん
余
裕
が
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
お
ま
け
に
宿
泊
費
も
無
料
、
次
の
移
動
先
ま
で
の
旅
費
も
給
付
し
て
も
ら
え
る
の
で
、
一
箇
所
に
長
期
滞
在
す
る
よ
り
、
こ
ま
め
に
各
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地
を
渡
り
歩
け
ば
渡
り
歩
く
ほ
ど
、
そ
し
て
同
行
者
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
儲
か
る
（
↓
書
籍
が
た
く
さ
ん
買
え
る
）
寸
法
で
あ
る
。
孔
順
送
が

兄
弟
を
三
人
つ
れ
て
い
っ
た
の
も
、
「
江
南
の
あ
ち
こ
ち
」
と
か
「
見
聞
を
広
め
る
」
と
書
い
た
の
も
、
頷
け
る
話
で
あ
る
。
ま
さ
に
実
り
の

お
お
い
「
遊
学
」
で
あ
っ
た
。

　
孔
子
の
子
孫
の
優
遇
は
、
す
で
に
大
徳
七
年
（
；
一
〇
四
）
頃
に
は
、
耳
介
夫
が
“
き
ち
ん
と
し
た
系
図
も
な
い
の
に
、
姓
が
「
孔
」
と
い

う
だ
け
で
み
な
孔
子
の
子
孫
で
あ
る
と
称
し
て
、
間
抜
け
で
無
学
な
叢
が
翰
林
院
や
集
賢
院
に
賄
賂
を
お
く
っ
て
推
薦
状
を
書
い
て
も
ら
い
、

そ
れ
ま
で
無
位
無
官
だ
っ
た
者
が
一
考
で
す
ぐ
入
品
、
路
の
教
授
で
八
品
に
な
っ
た
か
と
お
も
う
と
、
三
年
後
に
は
も
う
提
挙
”
と
の
の
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
く
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
「
空
き
ポ
ス
ト
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
と
り
あ
え
ず
遊
学
す
る
」
と
い
う
選
択
肢
も
出
現
し
た
わ
け
で
あ

⑳る
。
滞
在
期
限
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
気
に
入
っ
た
廟
学
、
書
院
に
は
好
き
な
だ
け
居
候
を
決
め
込
む
こ
と
も
で
き
た
し
、
下
手
に
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

学
教
授
（
五
十
歳
以
上
と
の
年
齢
制
限
が
あ
る
う
え
、
品
級
の
な
い
も
の
も
相
当
い
た
）
な
ど
や
っ
て
い
る
よ
り
は
、
よ
ほ
ど
気
楽
で
あ
っ
た
。
『
新

安
名
族
志
』
に
よ
る
と
、
再
建
燃
が
任
じ
ら
れ
た
”
儒
宮
”
と
は
、
教
授
の
下
の
学
理
で
あ
り
、
し
か
も
弟
た
ち
は
と
う
と
う
職
が
な
い
ま
ま

に
終
わ
っ
た
ら
し
い
の
で
、
な
お
さ
ら
遊
学
は
魅
力
的
だ
っ
た
ろ
う
。

　
な
お
、
孔
克
換
た
ち
が
率
由
く
ら
い
の
書
物
を
買
っ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
う
じ
の
大
字
本
と
小
字
本
、
官
刻
本
、
坊
刻
本
そ
れ

ぞ
れ
の
販
売
価
格
の
具
体
的
な
数
字
、
相
場
を
示
す
資
料
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
た
め
、
推
測
は
む
ず
か
し
い
（
孔
子
の
末

商
と
い
う
こ
と
で
、
特
別
割
り
引
き
し
て
も
ら
っ
た
り
、
贈
呈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
。
た
だ
、
華
北
の
例
で
は
あ
る
が
、
中
書
礼
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

郎
中
の
杜
弘
道
の
子
で
宋
本
の
娘
婿
と
な
っ
た
国
子
生
の
杜
倹
が
紗
若
干
で
書
数
巻
を
買
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
ま
た
、
『
正
徳
源
州
志
』

巻
一
〇
何
伯
埼
「
土
州
儒
学
蔵
書
之
記
」
（
至
正
十
年
）
に
よ
る
と
、
源
州
儒
学
の
学
正
で
あ
る
集
書
実
が
俸
給
で
経
史
若
干
巻
を
購
入
し
、
美

麗
な
装
丁
を
施
し
て
学
校
に
寄
付
し
た
。
そ
の
書
籍
の
リ
ス
ト
が
碑
の
左
側
に
刻
ま
れ
た
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
移
録
の
際
、
書
物
が

現
存
し
な
い
と
い
う
理
由
で
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
刊
行
の
『
豊
州
志
』
は
、
こ
の
碑
は
今
も
な
お
現
地
に
立
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
、
拓
本
、
移
身
が
公
開
さ
れ
れ
ば
、
学
正
の
給
料
で
、
は
た
し
て
ど
れ
く
ら
い
の
書
物
を
買
え
た
の
か
、
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ち
な
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カ
レ
ン
ダ
じ

み
に
、
至
正
二
年
の
時
点
で
、
政
府
が
発
行
、
独
占
販
売
す
る
一
冊
五
、
六
頁
程
度
の
暦
日
…
そ
の
売
り
上
げ
の
暦
日
銀
は
曲
阜
孔
廟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

建
設
等
に
も
使
用
さ
れ
た
一
…
の
内
、
大
暦
が
毎
本
署
紗
一
両
、
耳
蝉
が
毎
本
紗
一
銭
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
全
国
の
廟
学
、
書
院
に
す
で
に
中
書
省
、
御
史
台
の
脚
付
が
行
き
渡
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
孔
克
換
た

ち
は
、
「
各
地
の
廟
学
、
書
院
が
体
例
ど
お
り
生
活
手
当
、
現
金
、
糧
食
を
給
付
し
て
く
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
危
惧
し
、
魚
道
公
に
再

度
確
認
の
命
令
書
を
書
い
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
じ
つ
は
、
街
聖
公
か
ら
命
令
書
を
も
ら
っ
た
孔
子
の
厚
層
は
、
孔
克
喚
た
ち
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
明
の
成
化
、
弘
治
年
間
に
中
央
官
僚
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
活
躍
し
た
里
道
は
、
宣
聖
五
十
八
代
孫
孔
［
公
］
錬
（
｝
四
工
七
－
一
四
八
九
）
の
家
に
伝
わ
っ
た
大
元
時
代
の
文
書
に
次
の
よ
う
な
践
文

を
記
し
て
い
る
。

　
　
孔
・
顔
・
孟
三
豊
の
子
孫
が
よ
そ
の
土
地
に
遊
学
す
る
場
合
に
、
訪
問
先
の
儒
学
、
書
院
の
人
々
が
か
れ
ら
に
米
を
支
給
し
て
や
る
の
は
、
さ
き
の
元
朝

　
　
が
下
し
た
命
令
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
宣
聖
五
十
五
世
孫
の
孔
克
剛
、
孔
克
信
が
至
正
年
間
に
江
南
に
遊
学
し
た
折
、
平
江
路
（
今
の
蘇

　
　
州
）
、
長
淵
路
の
二
つ
の
管
轄
地
へ
出
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
文
書
の
中
に
は
、
「
華
華
宿
頓
」
、
門
優
加
礼
待
」
等
の
語
が
見
え
る
。
当
時
の
三
六
へ
の
厚

　
　
遇
ぶ
り
を
窺
う
に
し
て
も
、
な
ん
と
ま
あ
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
馬
克
剛
が
華
北
に
帰
還
し
た
の
ち
も
、
ひ
と
り
孔
克
信
は
平
江
路
に
滞
在
し
た
。
ま

　
　
も
な
く
兵
乱
が
起
こ
り
帰
路
を
阻
ん
だ
の
で
、
と
う
と
う
長
洲
に
籍
を
置
き
、
孔
仁
安
を
生
ん
だ
。
孔
希
安
は
双
盤
知
県
の
孔
友
諒
を
生
ん
だ
。
孔
友
諒

　
　
は
広
東
副
使
の
孔
公
鋪
を
生
ん
だ
。
二
代
に
亘
っ
て
進
士
に
及
第
し
、
時
の
名
宙
と
な
っ
た
。
か
れ
ら
は
古
い
文
書
を
大
事
に
保
管
し
、
失
く
さ
な
い
よ

　
　
う
に
気
を
つ
け
て
き
た
。
こ
の
書
付
に
残
る
文
字
は
数
行
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
信
愚
性
は
充
分
だ
ろ
う
。
呉
の
地
方
に
は
百
年
来
、
曲
鼻
孔
氏
の
分
支

　
　
が
い
る
。
孔
子
の
子
孫
の
証
拠
と
な
り
、
最
適
と
相
互
に
参
照
、
考
証
し
う
る
も
の
は
、
ほ
ぼ
こ
の
文
書
の
中
に
あ
る
。
私
は
た
ま
た
ま
副
使
ど
の
と
同

　
　
郷
で
あ
っ
た
の
で
、
か
れ
が
賢
く
て
優
れ
た
才
能
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
祖
代
々
に
恥
じ
る
こ
と
な
く
、
彼
を
友
と
思
い
彼
に

　
　
仕
え
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
か
の
慾
子
賎
が
魯
国
に
在
っ
て
孔
子
を
師
と
し
た
の
と
異
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
常
に
私
自
身
の
僥
倖
だ
と
考

　
　
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
前
日
、
か
れ
の
弟
の
孔
孟
鐸
が
こ
の
文
書
を
持
参
し
て
見
せ
て
く
だ
さ
っ
て
、
何
度
も
感
嘆
し
た
あ
ま
り
に
、
敬
し
ん
で
文
書
の

50　（830）



徽州文書にのこる街聖公の命令書（宮）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
後
に
践
文
を
し
た
た
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
呉
寛
が
「
元
朝
が
下
し
た
命
令
」
と
判
断
し
た
の
は
、
文
書
の
冒
頭
に
お
そ
ら
く
”
皇
帝
聖
旨
裏
”
と
あ
っ
た
こ
と
、
宛
先
が
「
平
首
路
」
、

「
嘉
興
路
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
発
給
年
月
日
と
し
て
、
至
正
年
間
の
日
付
が
書
か
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
孔
・
顔
・
聴
器
氏
の

子
孫
が
よ
そ
の
土
地
に
遊
学
す
る
場
合
に
、
訪
問
先
の
儒
学
、
書
院
の
人
々
が
か
れ
ら
に
米
を
支
給
し
て
や
る
」
、
「
驚
愕
宿
頓
」
な
ど
の
語
が

見
え
る
な
ど
か
ら
、
こ
の
命
令
書
も
ま
た
中
書
省
、
江
南
雲
台
の
輿
付
を
引
用
し
て
い
た
こ
と
、
間
違
い
な
い
。
「
優
加
二
百
」
の
語
は
、
徽

州
の
文
書
に
は
見
え
ず
、
ま
た
孔
克
剛
、
孔
克
信
の
遊
学
先
は
平
江
路
、
芹
菜
路
の
二
箇
所
に
限
定
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
、
書
式
は
孔
克

上
等
の
も
の
と
多
少
異
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
第
五
十
五
代
術
聖
公
法
克
堅
の
発
給
に
係
る
。
文
中
の
「
兵
乱
」
は
、
至
正
十

二
年
の
紅
巾
の
乱
を
指
し
、
そ
れ
よ
り
前
の
発
給
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
孔
克
剛
（
字
は
徳
夫
）
は
、
大
元
ウ
ル
ス
治
下
、
晋
寧
路
学
（
旧
蘇
陽
路
・
華
北
の
出
版
事
業
の
拠
点
）
の
教
授
を
つ
と
め
、
孔
克
信
（
字
は
善
央
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
、
酒
水
県
学
の
教
諭
か
ら
、
島
山
書
院
（
後
至
光
二
年
創
建
）
の
第
四
代
山
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
恩
典
孔
家
が
所
蔵
す
る
明

清
棺
案
の
ひ
と
つ
に
、
明
弘
治
年
間
に
翰
林
院
侍
読
学
士
の
算
式
が
も
の
し
た
「
工
部
右
侍
郎
節
蕎
龍
花
事
実
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
冒
頭
に

　
　
公
、
緯
は
［
公
］
錦
、
字
は
詔
文
、
山
東
寛
州
府
曲
阜
県
の
入
。
曽
祖
父
の
克
信
は
宜
聖
の
五
十
五
代
孫
で
あ
る
。
元
朝
に
仕
え
て
尼
（
丘
）
［
山
］
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
・
・
、
、
、
、
・
・
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
院
の
山
回
と
な
り
、
至
正
年
嵩
に
官
職
を
辞
し
て
江
南
に
遊
学
し
、
蘇
州
に
至
っ
て
、
結
局
は
そ
こ
に
家
を
構
え
る
こ
と
と
な
っ
た
…
…

と
い
う
。
や
は
り
一
介
の
書
院
の
蒔
直
よ
り
は
、
江
南
遊
学
の
ほ
う
が
魅
力
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
卑
吝
の
記
録
は
、
徽
州
文
書
が
決
し
て
偽

造
で
は
な
い
こ
と
、
江
南
の
み
な
ら
ず
、
華
北
の
孔
氏
一
族
も
江
南
の
心
学
、
書
院
を
訪
問
、
書
籍
を
買
っ
て
い
た
こ
と
、
彷
聖
公
が
名
実
と

も
に
全
国
の
孔
子
～
族
、
孔
子
を
祭
る
廟
学
、
書
院
を
統
べ
、
“
パ
ス
ポ
ー
ト
”
の
発
給
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
も
は
や
衛
州
の
旧
街
聖
公

の
家
に
は
な
ん
の
権
限
も
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
街
聖
公
の
命
令
書
は
、
孔
子
の
正
真
正
銘
の
後
蕎
で
あ
る
と
の
お
墨
付
き
の
意
味
を

も
有
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
ん
ご
、
さ
ら
に
各
地
の
孔
子
、
孟
子
、
顔
子
の
子
孫
の
家
譜
な
ど
か
ら
同
様
の
街
聖
公
の
命
令
書
の
写
し
が
、

あ
る
い
は
現
物
そ
の
も
の
が
見
つ
か
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
（
こ
の
種
の
命
令
書
を
、
受
け
入
れ
先
の
廟
学
、
書
院
が
碑
に
刻
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
）
。
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廟
学
、
書
院
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
孔
克
信
や
孔
克
換
た
ち
は
も
と
も
と
出
費
が
嵩
む
あ
ま
り
有
り
難
く
な
い
来
客
で
も
あ
り
、
生

活
手
当
や
宿
舎
を
要
求
し
て
く
る
人
々
が
ほ
ん
と
う
に
孔
子
の
末
喬
な
の
か
ど
う
か
、
身
元
確
認
を
し
な
け
れ
ば
、
と
て
も
支
給
す
る
気
に
は

な
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
戸
籍
登
録
上
、
た
し
か
に
姓
が
「
孔
」
だ
と
し
て
も
、
孔
子
の
宋
喬
と
は
限
ら
な
い
。
勝
手
に
系
図
を
で
っ

ち
あ
げ
て
い
る
一
族
も
少
な
か
ら
ず
い
る
は
ず
で
あ
る
。
全
国
津
々
浦
々
の
孔
家
の
系
譜
の
真
偽
を
判
断
し
太
鼓
判
を
押
せ
る
の
は
、
街
聖
公

を
お
い
て
ほ
か
に
い
ま
い
。

　
じ
つ
は
、
孔
端
友
の
南
渡
以
来
、
華
北
と
江
南
に
な
が
ら
く
分
断
さ
れ
て
い
た
乱
撃
の
系
譜
が
ふ
た
た
び
整
理
、
統
合
さ
れ
た
の
は
、
天
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

二
年
（
～
三
二
九
）
の
八
月
、
孔
克
堅
の
父
第
五
十
四
代
宿
聖
公
の
孔
思
量
の
と
き
な
の
で
あ
っ
た
。
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
の
至
元
十
九
年
（
一
一
天

二
）
七
月
、
衙
州
の
第
五
十
三
代
街
商
公
爵
沫
が
爵
位
を
返
還
し
て
か
ら
ほ
ぼ
五
十
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。

　
原
因
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
第
二
代
カ
ア
ン
の
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
時
代
、
朝
州
の
み
な
ら
ず
、
曲
皐
の
中
に
も
単
元
措
と
孔
元
用
（
死
後
は
息
子
の

孔
之
全
）
と
、
ふ
た
り
の
彷
聖
公
が
並
び
立
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
孔
虚
宿
が
正
式
な
五
聖
公
と
さ
れ
た
が
、
か
れ
が
死
ぬ
と
再

び
孔
之
全
、
孔
治
親
子
が
立
ち
上
が
り
、
塗
上
で
は
熾
烈
な
権
力
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
と
を
冷
や
か
に
眺
め
て
い
た
ク
ビ
ラ
イ
は
、

孔
沫
の
街
聖
公
の
返
還
後
も
、
と
う
じ
曲
阜
の
代
表
と
な
っ
て
い
た
五
十
三
代
孫
孔
治
の
為
書
公
襲
封
を
認
め
ず
、
孔
治
が
は
れ
て
念
願
の
街

聖
公
と
な
っ
た
の
は
恩
讐
テ
ム
ル
の
元
貞
元
年
（
～
二
九
五
）
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
上
議
大
夫
（
四
品
）
の
掛
官
を
授
け
ら
れ
た
に
も
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

わ
ら
ず
、
大
徳
四
年
（
一
三
〇
〇
）
、
翰
林
学
士
の
手
差
が
進
言
す
る
ま
で
は
、
月
俸
二
錠
を
ま
っ
た
く
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
孔
治
の
後

は
息
子
の
孔
思
事
が
い
っ
た
ん
街
聖
公
を
継
い
だ
が
、
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
延
祐
三
年
（
一
三
一
六
）
、
族
人
の
合
議
と
中
書
省
礼
部
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

明
善
等
の
強
力
な
推
薦
に
よ
っ
て
女
真
の
血
の
混
じ
る
孔
思
晦
が
五
十
四
代
街
聖
公
と
な
り
、
月
俸
も
五
倍
に
跳
ね
上
げ
ら
れ
た
。
孔
思
晦
の

師
は
張
霊
、
さ
ら
に
大
徳
七
年
に
は
国
子
祭
酒
の
血
祭
有
尚
の
知
遇
も
得
て
い
た
。
つ
ま
り
ク
ビ
ラ
イ
の
中
統
元
年
（
～
二
六
〇
）
に
開
始
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
孔
顔
孟
三
氏
の
子
孫
の
教
育
の
中
で
育
っ
た
、
い
わ
ば
大
元
ウ
ル
ス
の
朱
子
学
を
中
心
と
す
る
文
教
政
策
の
申
し
子
な
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
名
実
と
も
に
儒
教
の
長
た
る
に
相
応
し
い
彷
聖
公
が
用
意
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
術
聖
公
の
権
力
の
強
化
が
は
じ
ま
っ
た
。
の
ち
明
の
初
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め
に
徐
一
愛
が

　
　
元
朝
の
制
度
で
は
、
孔
氏
の
後
衛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
族
長
が
推
薦
し
て
術
聖
公
府
に
文
書
を
送
り
、
術
聖
公
府
が
整
理
、
分
類
し
て
、
管
轄
の
行
省
に
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
校
官
の
任
命
待
ち
の
人
員
の
リ
ス
ト
を
送
り
、
一
般
の
人
々
よ
り
級
号
俸
表
に
お
い
て
一
等
分
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
述
べ
た
が
、
こ
の
事
例
は
孔
思
晦
の
と
き
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
の
孔
家
で
徹
底
し
て
統
一
の
墨
字
が
も
ち
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
も
、
五
十
四
代
孫
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
孔
克
堅
が
孔
思
晦
の
墓
に
刻
し
た
肩
書
き
は
、
“
面
面
五
十
四
千

丈
争
議
大
夫
無
封
神
聖
五
礼
面
起
書
贈
通
奉
大
夫
江
北
河
南
等
処
中
書
省
参
審
政
事
護
軍
追
繁
文
郡
公
”
と
そ
れ
ま
で
の
孔
治
等
と
比
べ
る
と

は
る
か
に
長
い
も
の
で
あ
っ
た
。
街
聖
公
は
、
二
選
の
後
喬
に
限
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
儒
者
を
、
孔
顔
孟
三
瓶
子
孫
の
教
授
や
書
院
の
薩
長
と
し

て
推
薦
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
術
聖
公
府
に
血
書
一
名
の
ほ
か
、
国
子
監
を
模
倣
し
て
、
典
籍
、
司
楽
、
管
勾
を
置
い
て
仕

事
の
分
担
を
図
り
、
完
全
な
役
所
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
二
幅
の
孔
思
立
も
、
孔
思
晦
、
孔
克
堅
親
子
の
展
開
と
歩
調
を
同
じ
く
し
て
江
南
行
台

の
監
察
御
史
に
は
じ
ま
り
中
書
省
参
知
政
事
兼
翰
林
侍
講
学
士
三
悪
経
莚
事
へ
と
順
調
に
昇
進
を
重
ね
、
彷
聖
公
府
を
援
護
し
た
。
イ
ス
ン
・

テ
ム
ル
の
御
世
に
な
っ
て
も
、
画
聖
公
の
尊
重
の
方
針
は
続
き
、
古
血
四
年
（
一
三
二
七
）
、
孔
思
議
は
正
三
品
の
凝
議
大
夫
に
昇
進
し
、
ト
ゴ

ン
・
テ
ム
ル
の
至
順
三
年
（
一
三
三
二
）
に
は
、
三
品
の
印
に
改
鋳
し
て
も
ら
っ
た
。
孔
思
晦
は
、
内
外
か
ら
自
分
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
目

を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
理
解
し
て
お
り
、
曲
面
孔
子
廟
の
金
綜
堂
の
修
復
や
、
書
籍
の
収
集
、
南
山
書
院
の
創
設
な
ど
精
力
的
に
活
動
し
、
竜
顔
孟

三
氏
の
学
田
三
千
畝
を
豪
民
か
ら
奪
回
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。
孔
思
晦
が
至
聖
公
を
襲
封
し
た
年
に
孟
子
の
父
母
に
加
年
の
詔
が
く
だ
さ

れ
た
が
、
孔
子
の
父
母
の
加
号
、
顔
子
の
父
母
、
妻
の
道
号
の
申
請
も
か
れ
が
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
成
果
の
な
か
で
も
、
南
北
孔
家
の
家
譜
の
統
合
は
、
最
大
の
仕
事
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
天
暦
二
年
五
月
、
五
十
三
代
孫
の
平
江

　
　
　
　
　
　
　
⑪

山
雲
江
州
判
官
孔
涛
が
曲
阜
に
赴
き
、
『
閾
里
世
系
図
』
の
著
者
の
五
十
三
代
孫
孔
淑
、
五
十
四
代
襲
封
街
聖
公
の
孔
思
晦
と
『
閾
里
譜
系
』

　
　
　
　
⑫

を
編
纂
し
た
。
江
西
は
臨
江
の
五
十
五
代
孫
孔
克
己
も
ま
た
は
る
ば
る
臨
阜
へ
赴
き
資
料
を
調
べ
、
自
ら
が
編
纂
し
た
家
譜
を
増
改
訂
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

や
は
り
同
じ
天
暦
二
年
の
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
じ
ゅ
う
ら
い
注
意
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
全
国
の
漁
家
に
家
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

譜
の
提
出
が
号
令
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
な
お
、
『
闘
里
世
系
図
』
と
は
、
大
徳
四
年
、
孔
治
が
荒
居
を
つ
つ
い
て
い
た
と
き
、
と
う
じ

秘
書
監
著
作
佐
郎
だ
っ
た
孔
淑
が
甥
の
孔
楷
と
と
も
に
南
北
の
官
牒
を
合
わ
せ
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
系
図
は
、
稿
本
の
ま
ま

刊
刻
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
孔
淑
の
子
の
孔
思
逮
が
嘉
慶
年
間
に
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
に
贈
呈
し
た
ま
ま
お
蔵
入
り
に
な
っ
て
い
た
。
延
祐
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
は
、
五
十
一
代
孫
の
孔
元
酢
が
『
孔
氏
叢
論
』
を
編
纂
し
て
お
り
、
術
聖
公
と
『
家
譜
』
の
編
纂
が
つ
ね
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
、

明
ら
か
だ
ろ
う
。

　
孔
思
晦
は
、
典
籍
の
『
闘
里
譜
系
』
の
編
纂
、
完
成
披
露
と
同
時
に
、
曲
阜
孔
子
廟
に
お
い
て
、
族
人
を
集
め
、
孔
子
か
ら
五
十
四
代
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
系
図
「
孔
氏
宗
愚
図
記
」
を
立
石
す
る
と
い
う
、
一
大
イ
ヴ
ェ
ン
ト
を
企
画
し
た
。
四
十
二
代
管
巻
嗣
を
殺
し
下
郎
を
騙
っ
た
瀧
出
戸
孔
末

の
子
孫
が
た
び
た
び
曲
言
孔
家
の
爵
位
を
狙
お
う
と
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
と
い
う
の
が
建
前
で
あ
っ
た
が
、
じ
っ
さ
い
は
、
そ
の
権
力
を
一

族
に
見
せ
つ
け
、
孔
思
誠
、
孔
単
機
（
字
は
敬
美
）
の
系
統
を
抑
え
こ
む
た
め
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
（
覆
古
鐘
巻
＋
九
を
み
る
と
、
天
長
二

年
三
月
に
孔
林
に
お
い
て
、
四
十
五
鼠
害
乱
丁
沢
か
ら
五
十
三
世
孫
孔
涜
、
す
な
わ
ち
孔
思
晦
の
父
ま
で
、
み
ず
か
ら
の
血
統
を
遡
っ
て
、
ま
と
め
て
墓
碑
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

建
て
て
い
る
。
こ
れ
も
そ
の
事
業
の
｝
環
に
違
い
な
い
）
。

　
孔
思
晦
が
元
統
元
年
（
｝
三
三
三
）
に
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
孔
蒲
魚
が
街
聖
公
を
襲
封
ず
る
ま
で
、
七
以
上
歳
月
を
要
し
た
が
、
そ
の
座
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

奪
お
う
と
画
策
し
て
い
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
孔
治
の
孫
、
曲
阜
県
サ
兼
本
県
諸
軍
奥
魯
勧
農
格
言
克
欽
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
期
間
に

孔
孟
欽
が
お
の
れ
の
適
性
を
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
べ
く
、
し
き
り
に
臨
阜
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
立
石
し
た
碑
刻
の
数
と
碑
文
の
内
容
自
体
か
ら

も
疑
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の
空
白
は
、
科
挙
の
～
時
的
廃
止
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
の
政
局
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
。

　
と
も
あ
れ
、
孔
思
至
の
代
に
統
合
さ
れ
た
『
閾
里
譜
系
』
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
五
十
五
代
街
聖
公
の
孔
克
堅
に
黒
氏
の
子
孫
へ
の

“
パ
ス
ポ
ー
ト
”
の
発
給
権
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
顔
氏
、
孟
氏
の
家
譜
の
整
理
、
編
纂
も
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
同
時
に
行
わ
れ
た
の

　
　
⑱

だ
ろ
う
。
孔
、
顔
、
孟
三
審
の
掌
握
は
も
と
よ
り
、
か
っ
て
な
い
広
大
な
版
図
の
大
元
ウ
ル
ス
治
下
、
全
国
の
廟
学
、
書
院
を
自
ら
の
指
示
の

も
と
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
彷
聖
公
府
の
未
来
は
き
わ
め
て
明
る
い
も
の
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
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孔
克
堅
は
、
は
や
ば
や
と
術
聖
公
を
息
子
に
継
が
せ
、
　
”
院
政
”
を
敷
き
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
は
平
章
政
事
タ
シ
ュ
・
テ
ム
ル
の
推
薦
を
受

け
て
中
唐
礼
儀
事
事
と
な
り
、
つ
づ
い
て
御
史
台
の
治
書
侍
御
史
、
山
東
道
粛
政
廉
訪
使
を
拝
し
た
。
紅
巾
の
乱
以
降
も
、
集
賢
直
学
士
、
礼

部
尚
書
、
国
子
祭
酒
と
な
り
、
モ
ン
ゴ
ル
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
。
か
れ
は
、
融
業
璋
政
権
の
誕
生
な
ど
、
ち
っ
と
も
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
う
よ
り
、
最
悪
の
事
態
だ
と
思
っ
て
い
た
。
大
元
ウ
ル
ス
の
巻
き
返
し
を
予
想
、
信
じ
て
い
た
の
で
、
招
聰
に
な
か
な
か
応
じ
ず
、
朱
元
璋

を
怒
ら
せ
た
。
考
案
公
の
髪
上
学
よ
り
孔
克
堅
が
来
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
腹
黒
堅
は
し
ぶ
し
ぶ
南
京
ま
で
出
向
い
た
も
の

の
、
帰
途
船
中
に
て
急
逝
し
た
。
お
そ
ら
く
暗
殺
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
い
っ
ぽ
う
、
営
業
公
の
命
令
書
を
受
け
取
っ
た
孔
壁
面
た
ち
の
境
遇
も
ま
た
、
四
半
世
紀
足
ら
ず
の
問
に
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
【
国
初
優
免
孔
氏
子
孫
差
役
帖
】
に
お
い
て
、
孔
克
喚
等
兄
弟
は
、
興
藩
府
獄
県
の
儒
学
に
切
々
と
訴
え
る
。

　
　
先
聖
五
十
五
代
の
嫡
孫
に
係
る
私
ど
も
は
、
獄
県
の
西
南
隅
の
南
門
の
内
に
寓
居
し
、
先
聖
孔
子
の
家
廟
を
建
立
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
土
地
屋
敷
は
戦

　
　
の
た
め
に
荒
廃
し
打
ち
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、
前
項
の
地
所
に
は
、
現
在
、
城
郭
の
石
垣
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
物
見
や
ぐ
ら
と
墓
山
が
建
設
申
で
ご
ざ
い
ま

　
　
す
…
…

そ
し
て
、
訴
え
を
受
け
て
じ
っ
さ
い
に
検
分
し
た
興
安
府
獄
県
の
儒
学
も

　
　
孔
舜
夫
等
は
、
ま
こ
と
先
聖
の
後
喬
に
係
り
ま
す
が
、
親
類
縁
者
も
な
く
貧
窮
に
喘
ぎ
見
る
か
ら
に
み
す
ぼ
ら
し
い
暮
ら
し
、
家
財
も
尽
き
逼
迫
い
た
し

　
　
て
お
り
ま
す
。
各
戸
が
毎
年
体
例
に
依
拠
し
て
納
め
る
お
上
の
年
貢
を
支
払
う
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
雑
泣
差
役
は
、
理
と
し
て
優
免

　
　
さ
れ
る
が
宜
し
い
か
と
存
じ
ま
す
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
興
爵
号
の
役
所
に
口
添
え
し
て
や
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
韓
豊
強
、
朱
元
璋
等
の
軍
団
が
か
れ
ら
を
地
獄
へ
と
突
き
落
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

い
ご
、
孔
克
換
の
子
孫
は
、
績
渓
に
居
を
移
し
、
代
々
田
舎
の
儒
者
と
し
て
細
々
と
暮
ら
し
た
。
年
に
二
回
、
績
渓
の
孔
廟
で
行
わ
れ
る
春
秋

の
釈
鍵
の
礼
の
介
添
え
が
、
脚
光
を
浴
び
る
わ
ず
か
な
と
き
で
あ
っ
た
。
『
新
安
文
献
志
』
が
、
孔
諸
勢
よ
り
の
ち
の
文
書
を
収
録
し
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
、
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
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①
『
元
史
学
巻
四
〇
「
順
帝
本
紀
三
」
”
［
後
至
元
六
年
冬
十
～
月
］
辛
未
、
以
孔

　
克
堅
襲
封
術
聖
公
”
。

②
咽
宋
学
士
文
集
計
巻
六
八
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
拓
本
調
恥
5
2

　
「
元
故
［
襲
封
術
聖
公
］
国
子
祭
酒
孔
公
神
道
碑
」
“
文
粛
公
麗
、
襲
封
術
聖
公

　
階
嘉
議
大
夫
…
…
至
正
六
年
、
中
書
謂
公
爵
與
階
自
称
、
奏
陞
之
、
制
授
中
奉
大

　
夫
、
易
銅
章
以
銀
”
、
『
石
頭
上
的
儒
家
文
献
㎞
（
一
二
一
八
一
三
　
九
頁
）
「
至
正
七

　
年
張
如
石
賀
街
聖
公
加
官
爵
詩
書
」
“
至
正
七
年
秋
、
朝
廷
加
陞
術
聖
公
官
爵
、

　
加
左
様
、
謹
聴
送
宣
命
・
国
恥
、
至
於
曲
阜
、
襲
封
公
蟹
田
領
譜
面
”
、
糊
元
史
』

　
巻
四
　
「
順
帝
本
紀
四
」
”
［
至
正
八
年
夏
四
月
］
乙
亥
、
指
墨
国
子
学
、
賜
街
聖

　
公
銀
印
、
升
秩
従
二
品
”
、
『
孔
顔
孟
三
琉
志
』
（
中
国
国
家
図
上
館
蔵
明
成
化
刊

　
本
）
巻
三
8
9
葉
、
『
闊
黒
蜜
輪
巻
；
一
1
7
葉
危
早
喰
「
故
襲
封
事
聖
公
団
中
奉
大

　
夫
河
南
江
北
等
準
行
中
気
省
参
知
政
事
護
軍
配
封
魯
郡
公
設
帯
磁
王
公
神
道
碑
」

　
（
以
下
「
孔
思
晦
神
道
碑
」
と
略
す
。
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
に
拓

　
本
が
蔵
さ
れ
る
）
“
子
男
一
入
、
克
堅
、
爵
嘉
議
大
夫
襲
封
街
聖
公
、
至
正
八
年
、

　
陞
二
品
銀
章
、
草
中
奉
大
夫
”
。

③
『
元
史
隔
巻
四
四
「
順
帝
本
紀
七
扁
“
［
至
正
十
五
年
冬
十
月
］
庚
午
、
単
襲
封

　
難
生
公
孔
克
堅
同
知
太
常
礼
儀
院
事
、
幽
晦
冊
子
希
薄
為
襲
全
県
聖
公
”
、
『
宋
学

　
士
文
集
㎞
巻
六
八
、
京
大
人
文
研
拓
本
腿
恥
5
2
コ
7
6
故
［
襲
封
楽
聖
公
］
国
子
祭

　
酒
孔
公
神
道
碑
扁
“
十
五
年
、
平
章
政
事
達
世
組
木
児
薦
公
明
罫
引
学
、
徴
為
同

　
知
太
常
礼
儀
妻
事
、
以
子
希
学
襲
公
爵
”
。
た
と
え
ば
、
『
石
頭
上
的
儒
家
文
献
輪

　
（
三
一
二
四
頁
）
「
至
正
十
七
年
復
手
植
檜
銘
碑
」
に
よ
れ
ば
、
至
正
丁
酉
三
月
癸

　
未
の
時
点
で
孔
土
壇
の
肩
書
き
は
中
奉
大
夫
帯
封
術
士
公
で
あ
る
。

④
皇
帝
聖
旨
：

　
　
　
呉
王
令
旨
：
興
業
府
鉱
県
、
承
奉

　
　
　
　
興
尊
墨
指
揮
：
「
露
量
舜
遣
瀬
差
役
事
、
仰
更
為
術
楽
照
勘
、
別
無
詐
胃
、

　
　
　
　
依
上
優
免
施
行
。
奉
此
」
。
照
得
：
先
准
本
府
儒
学
関
該
：
「
霊
牌
人
孔
舜

　
　
　
　
夫
・
明
夫
・
和
夫
連
名
状
呈
：
『
係

　
　
　
　
先
聖
五
十
五
代
嫡
孫
、
寓
居
鍬
県
西
南
隅
南
門
内
、
建
立

　
　
　
　
先
聖
孔
子
家
廟
、
住
籍
為
因
兵
父
廃
殿
、
前
項
基
地
、
見
蒙
築
劒
城
將
、

　
　
　
　
起
蓋
城
楼
及
墳
山
、
税
産
毎
歳
依
例
輸
納
税
幕
外
、
拠
雑
業
差
役
、
有
本

　
　
　
　
山
里
甲
不
行
優
免
、
將
各
戸
一
索
排
出
小
門
等
項
。
呈
乞
施
行
。
得
此
』
。

　
　
　
　
関
請
優
免
施
行
。
瞬
断
」
。
照
得
：
孔
舜
夫
子
、
委
係

　
　
　
　
先
聖
後
学
、
三
士
孤
寒
、
家
道
消
乏
、
除
各
戸
毎
歳
情
事
輸
納
富
幕
外
、

　
　
　
　
雑
滝
差
役
、
理
宜
優
柔
。
悪
意
行
下
本
隅
、
押
上
優
免
、
及
申
覆

　
　
　
　
興
安
府
、
照
験
施
行
。
去
後
、
今
奉
懸
樋
、
合
下
仰
照
験
、
累
累

　
　
　
　
興
安
府
指
揮
内
事
理
、
依
上
優
免
施
行
。
須
至
指
揮
。

　
　
　
　
右
下
西
南
国
里
甲
。
准
此
。

⑤
『
闘
里
文
献
考
睡
巻
七
六
「
子
孫
著
聞
無
考
第
十
五
之
四
」
に
見
え
る
明
天
順

　
八
年
に
三
脚
美
学
録
に
任
じ
ら
れ
た
孔
克
曼
の
あ
ざ
な
も
舜
夫
で
あ
る
が
、
も
と

　
よ
り
別
人
で
あ
る
。
そ
の
家
系
は
孔
思
楷
（
父
）
、
孔
浬
（
祖
父
）
、
上
元
謹
（
曽

　
祖
父
）
と
遡
る
こ
と
が
で
き
、
講
武
初
め
よ
り
、
五
十
六
代
術
聖
公
の
口
ぞ
え
に

　
よ
っ
て
孔
浬
が
曲
阜
孔
庭
の
族
長
と
な
っ
た
。
な
お
、
孔
克
曼
の
長
兄
の
名
は
孔

　
克
曄
、
次
兄
は
孔
克
曇
（
字
は
発
夫
）
で
あ
る
。

⑥
『
潜
研
堂
文
集
幅
登
三
門
畠
田
学
士
集
」
“
明
太
祖
国
醜
草
龍
鳳
正
朔
、
枝

　
山
野
記
載
太
祖
伐
二
士
誠
、
榜
文
云
門
龍
鳳
十
二
年
、
皇
帝
聖
旨
、
鐙
革
令
旨
」
。

　
王
元
美
「
詔
令
孜
扁
載
太
祖
与
猛
毒
公
食
素
省
、
龍
鳳
十
年
越
十
二
年
乱
掘
有
七

　
道
、
前
二
道
称
［
皇
帝
聖
旨
、
呉
王
令
旨
〕
、
其
余
但
称
「
呉
羅
令
旨
」
。
実
録
与

　
正
史
霧
隠
而
詔
書
。
叢
読
『
陶
主
敬
集
』
、
首
載
龍
鳳
四
年
十
月
江
南
行
中
書
省

　
筍
付
一
通
、
至
正
之
十
八
年
也
。
千
載
龍
鳳
十
年
二
月
及
十
二
月
呉
王
令
旨
各
～

　
通
。
其
文
皆
云
「
皇
帝
聖
旨
、
呉
王
令
旨
」
、
此
則
至
正
之
二
十
四
年
也
。
太
祖

　
之
称
呉
王
、
蓋
林
児
命
之
、
故
書
皇
帝
異
格
、
轡
呉
王
空
一
格
。
史
称
諸
将
奉
為

　
王
、
亦
非
其
実
也
。
歯
面
門
訴
亡
、
始
有
産
元
年
二
二
、
亦
可
見
太
祖
之
不
忍
顕

　
背
偽
蝦
夷
”
。

⑦
『
弘
治
徽
州
府
志
魅
巻
～
「
建
置
沿
革
」
“
国
初
改
興
安
府
、
呉
元
年
、
改
徽
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州
府
、
属
漸
江
、
後
改
直
隷
京
師
”
。

⑧
欄
事
林
広
記
隠
（
内
閤
文
庫
蔵
至
順
刊
本
）
別
集
巻
一
「
官
制
類
・
随
朝
職
品
」
、

　
噸
元
史
㎞
巻
八
五
「
百
官
志
三
」
“
二
又
院
、
秩
従
二
品
。
掌
提
調
学
校
・
徴
求

　
隠
逸
・
召
集
賢
良
、
凡
国
子
監
・
玄
門
道
教
・
引
用
祭
祀
・
占
卜
祭
前
之
事
、
悉

　
隷
焉
”
。

⑨
二
〇
Ω
二
年
、
韓
国
慶
尚
北
道
慶
州
で
発
見
さ
れ
た
『
至
正
条
格
』
が
関
連
の

　
文
書
を
収
録
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
公
刊
を
鶴
首
し
て
侯
ち
た
い
。

⑩
全
文
は
、
『
両
翼
金
石
志
㎞
巻
十
四
「
元
崇
一
二
聖
諭
旨
碑
」
、
『
江
蘇
金
石
志
葱

　
巻
十
九
「
崇
奉
孔
子
詔
害
毒
（
在
蘇
州
府
警
）
」
等
に
載
る
。
拙
稿
「
大
徳
十
一

　
年
『
加
封
孔
子
制
詰
㎞
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
中
国
－
社
会
と
文
化
匝
｝
四

　
一
九
九
九
年
六
月
　
い
四
四
1
～
四
五
買
　
　
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
轍
二

　
七
一
…
三
〇
～
頁
）
参
照
。

⑬
　
た
と
え
ば
、
槻
民
国
江
都
県
続
書
触
巻
十
五
「
金
石
考
・
元
仁
宗
諭
旨
皇
慶
元

　
年
」
、
『
北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
麗
編
』
（
以
下
『
北
拓
』
と
略
す
）

　
（
元
二
）
第
4
9
柵
「
露
国
公
廟
礼
部
禁
悪
血
」
（
中
州
古
籍
出
版
社
　
一
九
九
〇

　
年
　
二
一
二
頁
）
、
『
江
島
金
石
記
隔
巻
七
「
元
聖
旨
碑
」
等
参
照
。

⑫
　
　
『
王
朝
文
類
撫
巻
四
一
「
学
校
扁
”
視
儒
学
而
加
重
、
自
時
厭
後
、
書
院
精
舎
、

　
月
搾
出
増
”
、
欄
僑
呉
集
扇
巻
幽
門
頴
昌
書
院
記
」
“
国
家
右
文
崇
儒
、
路
府
州
県
、

　
莫
不
有
学
、
猶
以
言
忌
也
。
故
所
在
有
書
院
、
即
其
地
其
賢
者
而
祀
之
。
江
南
帰

　
職
方
、
書
院
之
建
、
幾
十
倍
於
昔
”
。

⑬
哩
民
国
忠
常
直
補
記
志
蜘
巻
五
買
元
「
重
修
文
廟
絵
像
置
田
記
」
”
宋
州
県
皆

　
賜
学
田
。
迫
我
皇
元
、
学
皆
置
田
。
江
南
等
郡
、
其
数
倍
万
、
蓋
又
超
前
古
而
過

　
之
実
”
。

⑭
　
魍
北
拓
』
（
元
二
）
第
4
9
冊
一
九
七
頁
の
欧
陽
玄
門
大
元
勅
脩
三
尊
宣
聖
廟
碑
」

　
に
“
孟
宗
皇
帝
、
絹
至
聖
学
、
平
癒
宣
聖
皇
考
為
啓
聖
王
、
皇
帝
為
啓
聖
王
夫
人
、

　
改
鋳
術
聖
公
三
品
印
章
、
賜
山
東
塩
転
運
司
歳
課
・
及
江
西
江
漸
両
雀
学
田
歳
入

　
中
統
晶
晶
三
十
一
万
四
千
四
百
繕
、
昇
済
寧
路
編
修
曲
上
露
庭
。
文
筆
賓
天
、
太

　
皇
太
后
有
旨
、
董
其
成
功
。
今
上
皇
帝
、
入
績
　
図
、
儒
学
之
瀬
田
頒
、
川
里
之

　
役
鼎
盛
”
と
あ
る
。

⑮
明
の
陸
連
の
『
撮
山
外
集
』
巻
八
「
金
台
紀
聞
下
」
は
“
勝
国
時
、
郡
県
倶
有

　
学
田
、
其
所
入
論
叢
学
糧
、
以
書
函
生
康
餓
、
余
響
口
書
、
鎌
足
一
方
之
用
。
工

　
大
者
、
則
糾
数
処
為
之
、
以
互
易
成
峡
。
故
讐
校
刻
画
、
頗
有
精
者
、
初
非
図
糊

　
也
”
と
い
う
。

⑯
槻
四
書
集
註
隔
（
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
元
刊
本
）
趙
鳳
儀
蹟

⑰
噸
武
林
石
刻
記
協
巻
二
「
西
湖
轡
院
置
薬
碑
」
、
「
元
西
湖
画
院
書
目
碑
」
、
『
夷

　
白
斎
稿
撫
巻
二
一
「
西
湖
書
院
書
目
序
」
、
噸
至
正
四
明
続
銀
面
巻
七
、
八
「
学

　
校
」

⑱
『
用
器
集
睡
巻
九
「
頴
読
書
首
記
」
に
”
［
許
昌
漏
君
】
主
導
、
藩
学
温
州
路

　
経
歴
、
嘗
梓
銭
六
経
図
諸
書
。
及
為
平
江
路
推
官
、
得
庸
畳
語
孟
善
本
井
小
学
書
。

　
夢
周
更
為
高
士
下
註
、
其
為
書
版
凡
若
干
巻
、
悉
以
帰
之
書
院
、
而
不
以
私
於
其

　
家
。
其
平
日
揖
金
、
以
購
買
之
書
籍
、
自
六
経
伝
註
・
子
史
別
集
、
以
至
稗
官
雑

　
説
、
其
為
書
凡
若
干
万
巻
、
亦
悉
帰
之
書
院
。
師
生
有
無
借
之
者
、
則
具
姓
名
、

　
列
書
目
、
而
農
時
謹
其
出
納
、
且
慮
書
版
所
在
民
間
得
論
者
什
無
二
三
、
強
有
力

　
脅
之
使
印
者
什
則
六
七
、
辿
書
板
為
学
校
累
又
買
同
郷
桑
寮
地
若
干
畝
、
計
一
歳

　
之
所
入
、
畢
一
歳
紙
墨
装
臆
説
食
之
費
、
則
止
爽
”
と
あ
る
の
も
、
江
南
の
書
院

　
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
河
南
許
州
に
伝
え
ら
れ
た
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑲
江
南
で
の
書
籍
購
入
に
つ
い
て
は
、
回
国
朝
文
頭
睡
巻
三
一
宋
本
「
滋
漢
書
堂

　
記
偏
、
噸
養
田
斎
集
臨
巻
三
「
送
山
羊
区
善
無
論
書
」
、
州
至
正
集
』
巻
十
四
「
送
馬

　
明
初
教
授
南
帰
詩
井
序
」
、
『
傅
与
砺
詩
集
出
置
四
「
送
書
意
｝
為
李
太
守
之
金
陵

　
市
書
」
等
参
照
。
な
お
、
『
乾
隆
諸
城
県
志
臨
巻
十
五
門
密
州
重
修
廟
学
碑
」
碑

　
陰
に
見
え
る
、
益
都
路
高
密
県
の
士
大
夫
た
ち
が
至
正
十
年
に
購
入
し
た
轡
籍
の

　
リ
ス
ト
の
中
に
も
、
建
安
や
鷹
陵
で
購
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
多
数

　
含
ま
れ
る
。

⑳
『
道
園
類
稿
㎞
巻
心
門
送
秘
書
也
速
答
児
大
工
載
書
二
成
都
扁
、
脇
句
曲
外
史
貞
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居
先
生
文
集
』
巻
五
「
贈
紐
怜
大
仁
」
、
『
貢
礼
部
玩
斎
集
』
巻
四
「
送
内
官
棄
職

　
買
書
帰
立
三
賢
祠
」
、
魍
申
斎
劉
先
生
文
集
』
巻
六
「
西
蜀
石
室
書
院
記
」
、
『
伊
浜

　
集
』
巻
十
八
「
石
室
書
院
記
」
。
な
お
、
㎎
申
斎
劉
先
生
文
集
駈
巻
六
「
雲
南
中
慶

　
路
儒
学
新
製
土
器
記
」
に
も
、
泰
定
年
間
頃
、
『
孝
経
』
を
版
刻
し
て
民
間
に
販

　
慨
し
た
売
り
上
げ
一
万
～
千
澗
を
以
て
江
西
行
省
吉
腺
癌
で
祭
器
（
五
六
七
〇

　
両
）
、
書
籍
（
五
三
三
〇
両
）
を
購
入
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

⑳
『
孔
顔
孟
三
野
志
碑
面
三
8
9
葉
、
噸
闘
里
誌
』
巻
；
費
葉
「
孔
昏
晦
神
道
碑
」

⑫
　
　
咽
永
楽
大
典
扇
巻
二
六
〇
九
「
台
・
御
史
台
四
」
『
憲
台
通
紀
続
集
』
【
添
行
台

　
官
禄
米
】
、
畷
丹
塀
独
対
策
科
大
成
睡
巻
四
「
蘇
陽
」

㊧
　
杉
村
勇
造
「
元
公
順
零
拾
」
（
『
服
部
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
臨
　
富
山
房

　
一
九
三
六
年
　
五
七
一
－
五
八
三
頁
）

⑳
　
『
廟
学
典
礼
』
巻
五
「
行
省
坐
下
監
察
御
史
申
明
学
校
規
式
」
”
建
康
儒
学
井

　
上
元
江
寧
県
単
及
明
道
・
南
瓜
両
書
院
、
闘
志
官
外
、
名
儒
者
門
中
支
学
糧
養
購

　
不
一
、
有
性
名
｝
石
者
、
有
五
斗
者
、
有
一
名
澗
処
支
糧
者
、
有
一
家
数
口
共
食

　
行
供
飲
権
者
、
有
不
尽
貧
寒
之
士
胃
濫
支
請
者
”
。

⑳
　
　
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
六
七
鄭
北
野
門
上
奏
　
綱
二
十
目
・
養
士
」
“
今
之
隷

　
名
儒
籍
者
、
不
知
壮
行
本
卦
幼
学
。
而
謂
借
径
型
物
得
官
、
土
日
機
中
読
書
然
後

　
富
貴
。
既
仕
路
非
出
於
儒
、
不
須
虚
費
日
力
、
但
厚
賂
翰
林
集
賢
院
、
求
一
保
文
、

　
或
称
茂
異
、
或
掻
練
官
、
或
称
先
賢
子
孫
、
白
身
入
即
保
教
授
。
才
入
州
選
、
便

　
求
陞
路
、
才
歴
一
任
、
便
幹
提
挙
、
鼻
聾
陞
遷
半
速
、
何
問
教
養
之
事
！
因
此
、

　
学
校
遂
成
廃
弛
”
、
”
近
朝
廷
挙
擢
二
三
孔
氏
、
謂
尊
崇
聖
道
不
営
繕
此
。
比
年
派

　
譜
不
明
、
五
弦
選
者
、
倶
称
聖
岳
、
興
野
無
学
、
即
極
帯
教
。
甫
生
初
階
、
即
陞

　
八
品
”
。
な
お
、
鄭
介
夫
「
上
奏
一
網
二
十
目
扁
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
対
策
㎞

　
の
対
策
i
大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
け
る
科
挙
と
出
版
1
」
（
『
古
典
学
の
現

　
在
㎞
V
　
二
〇
〇
三
年
一
月
　
六
〇
頁
　
　
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
隔
四
二

　
八
頁
）
参
照
。

⑳
　
　
『
元
史
輪
巻
二
八
「
英
宗
本
紀
二
」
に
〃
［
二
年
春
正
月
］
戊
寅
、
救
有
司
、

　
存
師
孔
氏
子
孫
貧
乏
者
〃
と
あ
る
よ
う
に
、
無
位
無
官
の
貧
窮
に
あ
え
ぐ
孔
氏
の

　
画
商
に
対
し
て
も
極
力
、
留
意
は
さ
れ
て
い
た
。

⑳
　
　
『
元
血
三
章
・
㎞
巻
一
五
コ
戸
部
一
・
禄
魔
」
巻
頭
の
二
葉
の
図
表
、
お
よ
び
㎎
事

　
林
広
記
臨
別
集
巻
二
「
官
員
禄
秩
俸
給
」
は
、
廉
訪
使
が
八
十
両
と
一
構
三
十
五

　
両
、
宣
慰
司
の
経
歴
が
四
十
二
両
と
四
十
両
な
ど
、
異
同
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

　
が
、
そ
の
多
く
は
刻
版
の
際
の
校
正
ミ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
路
の
教

　
授
の
月
俸
は
十
二
両
、
江
伽
羅
南
の
学
糧
の
有
る
処
は
支
給
し
な
い
、
と
い
う
。

　
『
廟
学
典
礼
瞼
巻
二
「
学
園
号
俸
」
に
よ
れ
ば
、
至
元
二
十
四
年
六
月
に
定
め
た

　
給
与
表
で
は
、
路
の
教
授
は
学
六
五
石
、
紗
五
両
、
学
正
が
学
糧
三
石
、
紗
三
両
、

　
噸
至
順
鎮
江
志
臨
の
編
纂
段
階
で
は
、
教
授
が
禄
米
五
石
、
俸
銭
二
十
五
両
、
学

　
正
が
三
石
、
十
五
両
。
『
元
典
章
輪
巻
一
五
「
戸
部
一
・
禄
魔
」
《
俸
妙
》
、
『
秘
書

　
監
志
田
巻
二
「
誤
算
」
、
『
南
台
備
要
』
の
該
当
記
事
、
『
経
世
大
典
睡
を
踏
ま
え

　
る
『
元
旦
淵
巻
九
六
「
食
貨
志
四
」
《
俸
秩
》
を
見
て
も
、
大
徳
七
年
以
後
、
至

　
正
年
問
ま
で
、
物
価
の
変
動
に
と
も
な
い
、
元
来
の
俸
給
の
三
分
の
二
を
歯
元
紗

　
で
払
う
（
た
と
え
ば
中
門
紗
三
十
両
な
ら
ば
至
元
鋤
二
十
両
）
、
俸
米
の
支
給
の

　
加
減
、
廃
止
な
ど
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
中
元
典
章
蝕
、
『
事
林
広
記
㎞
の

　
表
（
中
桝
目
十
両
1
1
銀
～
両
）
を
基
本
に
銀
で
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

　
な
い
。

鰺
　
　
一
新
安
名
族
志
臨
（
明
嘉
靖
刻
本
）
後
巻
下
「
孔
・
績
渓
」
《
八
都
》
”
在
邑
西

　
南
市
里
。
先
聖
孔
子
之
四
十
八
世
羅
田
端
朝
、
宋
煙
炎
間
為
警
県
令
、
遂
家
敏
之

　
城
南
。
伝
八
世
、
克
換
為
学
正
、
楷
弟
克
偉
・
克
新
・
克
文
、
依
産
因
遷
干
此
。

　
子
孫
塾
主
祀
例
、
世
襲
衣
巾
、
春
秋
助
祭
文
廟
、
使
観
礼
焉
”
。

⑲
　
　
魍
燕
石
集
』
巻
十
四
「
国
子
生
山
倹
墓
誌
銘
」
　
“
児
嘗
馴
衣
於
人
、
得
紗
若
干
、

　
市
単
数
巻
”
。

⑳
　
　
魍
至
正
四
明
続
降
臨
巻
六
門
土
産
・
賦
役
」
《
暦
日
銭
》

⑳
　
孔
鋤
（
字
は
紹
文
）
に
つ
い
て
は
、
『
弁
州
四
部
稿
・
続
稿
㎞
巻
一
四
七
、
『
重

　
編
脚
台
藁
隔
巻
二
〇
「
孔
侍
郎
伝
偏
に
伝
が
あ
る
。
宣
聖
五
十
八
代
孫
で
あ
る
か
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徽州文書にのこる術盗公の命令書（宮）

　
ら
に
は
、
名
の
一
字
目
に
”
公
”
の
字
を
、
あ
ざ
な
の
二
字
目
に
“
文
”
の
字
を

　
も
つ
の
が
通
例
で
あ
り
、
ほ
ん
ら
い
”
孔
公
鏑
”
が
正
式
な
名
前
の
は
ず
で
あ
る
。

　
現
に
『
聖
早
舟
』
巻
E
下
「
歴
朝
科
目
・
郷
科
題
名
」
に
お
い
て
は
、
”
孔
公

　
錨
”
と
記
さ
れ
る
。
第
五
十
八
代
童
心
公
の
孔
公
聴
も
、
重
縁
と
呼
ば
れ
て
い
る

　
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
曲
阜
孔
林
の
五
十
八
代
孫
処
士
孔
鋸
（
字
は
斉
文
）
の
墓

　
碑
（
京
大
人
文
研
拓
本
踊
漁
6
6
）
に
、
”
兄
鑑
五
十
八
代
襲
封
街
聖
公
”
と
み
え

　
る
。
宣
徳
元
年
二
月
十
二
日
発
令
の
制
詰
碑
（
京
大
人
文
研
拓
本
湘
漁
8
0
）
で
も

　
“
故
毛
脚
術
聾
公
園
鑑
”
と
呼
ぶ
が
、
『
孔
顔
孟
三
里
志
睡
巻
二
6
1
葉
、
糊
閾
里

　
誌
㎞
巻
七
「
制
勅
こ
3
1
葉
で
は
”
故
襲
封
事
聖
公
孔
公
事
”
に
訂
正
さ
れ
て
い

　
る
。

⑫
　
　
槻
鉋
翁
家
蔵
集
瞼
巻
五
十
「
蹟
孔
氏
所
蔵
先
代
文
型
」
”
孔
顔
孟
三
氏
子
孫
游

　
学
子
外
、
所
至
儒
学
・
書
院
人
、
給
米
石
、
講
料
亀
嵩
著
令
。
此
則
宣
聖
五
十
五

　
世
凶
器
剛
・
克
儒
、
至
正
間
、
游
江
南
時
、
平
江
・
嘉
興
二
属
三
文
移
也
。
其
聞

　
有
「
行
供
宿
頓
扁
・
門
優
久
礼
待
扁
等
語
。
干
以
見
当
時
遇
三
肖
者
之
厚
、
何
其
盛

　
哉
。
克
玉
露
北
還
。
独
克
信
留
居
平
江
、
已
三
兵
阻
。
遂
三
聖
長
洲
、
生
希
安
。

　
希
安
生
双
流
知
県
友
諒
。
友
諒
生
広
東
副
使
公
錆
。
百
世
甲
羅
、
為
連
名
宙
。
保

　
守
故
紙
、
不
日
遺
失
。
蓋
霊
園
残
墨
数
行
、
足
無
信
。
呉
中
百
年
、
有
隣
里
　
派
。

　
其
為
孔
門
子
孫
左
験
、
而
與
譜
牒
相
参
考
者
、
庶
其
在
此
。
予
獲
與
詞
使
公
同
邑

　
黒
、
知
其
賢
能
、
無
添
家
世
、
所
以
友
之
繋
駕
。
愛
器
慾
子
賎
之
在
魯
也
。
嘗
蠣

　
自
首
。
他
臼
二
割
公
土
留
此
見
示
。
三
歎
之
餓
、
敬
書
其
後
”
。

⑬
　
　
『
閥
里
誌
』
巻
二
「
聞
達
子
孫
」
《
五
十
五
代
》
”
克
信
字
善
夫
、
酒
水
県
学
教

　
諭
。
暗
箱
字
徳
夫
、
晋
寧
路
学
教
授
”
、
『
豊
門
志
』
巻
三
中
「
尼
山
書
院
世
職
学

　
録
一
人
」
“
元
文
宗
至
順
三
年
、
五
十
四
代
二
重
織
聖
公
費
思
晦
請
復
尼
山
廟
。

　
礼
部
尚
害
黒
蟻
公
愛
軍
費
中
書
。
順
宗
銀
元
二
年
、
左
丞
王
公
謙
徳
議
設
尼
山
書

　
院
、
以
葦
子
為
山
長
。
至
（
正
）
［
元
］
四
年
、
重
建
聖
廟
、
撮
影
尼
山
書
院
、

　
立
学
舎
半
田
、
富
合
大
完
、
彰
瑠
卒
。
以
益
都
路
馬
猶
子
為
山
長
。
後
瀬
五
十
四

　
代
照
照
本
為
山
長
、
陞
般
陽
路
学
教
授
。
五
十
五
代
孔
克
信
、
由
濯
水
食
儒
学
教

　
諭
陞
富
山
書
院
山
長
。
孔
克
綱
、
由
北
粗
彫
県
儒
学
教
諭
陞
尼
山
書
院
山
長
”
。

　
な
お
、
京
大
人
文
研
拓
本
湘
恥
3
6
「
有
元
五
十
四
世
孫
孫
承
務
郎
汝
寧
府
推
宮

　
墓
」
に
よ
っ
て
、
か
れ
が
孔
攣
目
（
字
は
降
道
）
の
三
男
で
あ
る
こ
と
、
長
兄
の

　
克
忠
が
福
建
宣
慰
司
照
影
、
次
兄
の
克
常
が
洒
水
県
儒
学
教
諭
、
弟
の
克
綱
は
沫

　
潤
書
院
山
長
、
本
人
は
饗
膳
書
院
山
長
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
『
闊
里
誌
睡
巻

　
二
門
聞
達
子
孫
」
の
デ
ー
タ
は
至
正
年
間
の
あ
る
時
点
で
の
職
務
一
覧
表
を
転
載

　
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
職
を
記
録
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
孔
林
、
顔
子
林
等
の
墓
石
、
神
道
碑
は
、
裏
面
に
系
図
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
も

　
あ
り
、
滅
び
た
石
も
あ
る
と
は
い
え
、
悉
皆
調
査
が
な
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
正
確
な

　
『
志
』
の
編
纂
が
期
待
で
き
、
ま
た
、
大
元
時
代
の
孔
顔
孟
三
氏
の
就
職
状
況
も

　
克
明
に
分
析
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑭
　
　
『
曲
解
孔
府
県
案
史
料
選
編
　
第
二
編
　
明
代
棺
案
史
料
　
全
～
堂
幅
（
三
三

　
五
－
三
三
九
頁
）
「
呉
鼻
孔
氏
北
宗
分
支
譜
牒
所
載
孔
旧
事
略
」
［
革
嚢
雍
正
朝
代

　
蘇
州
緊
要
県
王
氏
北
宗
分
派
支
冊
（
㎝
〇
五
一
と

⑮
　
　
『
馴
顔
孟
三
氏
志
隔
巻
三
8
9
葉
、
『
闘
里
誌
』
巻
一
三
1
7
葉
「
孔
早
蒔
神
道
碑
」
、

　
胃
兀
史
』
　
巻
一
八
○
　
「
孔
田
心
院
冊
池
仏
」

⑳
　
　
明
孔
顔
呈
出
諸
白
㎞
巻
二
「
成
宗
大
徳
四
年
孔
廟
石
刻
」

⑳
　
こ
の
年
、
御
史
中
鷺
の
趙
世
延
が
南
北
の
儒
学
の
祭
礼
を
統
一
す
る
よ
う
、
建

　
組
し
て
い
る
。
『
説
学
斎
稿
蟻
巻
五
「
尼
山
大
成
殿
軍
公
配
書
記
隔

⑳
　
　
『
国
朝
文
選
轍
巻
十
一
楊
果
「
楊
庸
教
授
三
襟
子
孫
制
」
、
『
臨
川
呉
文
正
公
文

　
集
淵
巻
七
三
門
故
文
林
昏
昏
平
路
儒
学
教
授
張
君
墓
碍
銘
」

⑳
　
　
噸
始
豊
稿
』
巻
十
三
門
故
元
松
江
府
儒
学
教
授
孔
君
墓
誌
銘
扁
”
元
制
、
凡
孔

　
氏
後
、
得
従
其
族
長
推
挙
、
移
街
聖
公
府
、
送
所
逮
浅
深
注
学
校
官
、
出
身
視
庶

　
野
饗
一
等
。
至
正
初
、
族
長
元
祐
、
挙
孔
氏
子
孫
之
在
江
南
者
、
以
慰
為
首
選
。

　
術
聖
公
府
移
江
漸
行
省
注
、
充
慶
元
之
翁
洲
書
院
山
田
”
。
ま
た
、
『
林
登
州
遺

　
集
睡
巻
八
「
送
孔
善
夫
序
」
に
は
、
“
聖
入
二
道
、
与
天
地
同
大
。
故
其
世
沢
亦

　
与
天
地
単
為
悠
久
。
文
献
之
盛
、
代
有
可
徴
、
而
崇
徳
賢
明
、
廉
間
湖
南
。
歴
世
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以
来
、
未
有
繋
我
朝
之
盛
者
也
。
術
聖
襲
封
蝋
公
、
曲
阜
商
孫
布
衣
、
得
授
郡
教
、

　
一
考
即
入
流
品
。
江
南
鞍
壷
、
加
歴
省
註
、
陞
教
子
郡
、
恩
数
優
異
、
著
在
令
甲
、

　
肝
亦
盛
突
”
と
あ
る
。

⑳
門
雲
陽
李
先
生
文
集
』
巻
八
「
故
将
仕
富
江
漸
財
賦
写
照
磨
賀
君
墓
誌
銘
」
、

　
『
蘇
平
仲
文
集
㎞
巻
十
三
「
国
元
温
州
路
同
知
平
陽
州
事
孔
公
墓
誌
銘
」

⑳
『
金
華
黄
先
生
文
集
山
幕
三
四
「
承
直
郎
潮
漏
路
胸
管
府
知
事
孔
君
墓
誌
銘
」

⑫
　
　
『
永
楽
大
典
㎞
巻
一
三
九
九
三
6
葉
一
7
葉
黒
瀬
「
軍
国
譜
系
序
」
、
魍
三
衛
孔

　
氏
家
豊
強
輪
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
並
嘉
靖
刻
本
）
孔
羅
紗
闘
里
世
系
図
題
辞
」
、

　
周
伯
埼
「
蹟
孔
氏
宗
室
後
扁

⑬
　
　
『
掲
文
安
公
集
臨
巻
八
「
孔
氏
譜
序
」

⑭
『
千
頃
堂
書
匿
』
巻
三
”
正
元
酢
孔
氏
続
録
五
冊
。
元
酢
孔
子
五
十
一
代
孫
、

　
編
干
延
祐
間
”
。
な
お
、
『
中
庵
先
生
劉
文
筆
公
文
集
』
巻
十
六
「
書
銀
紙
祖
孔
氏

　
南
北
通
雪
後
」
は
、
皇
慶
一
　
年
か
ら
延
祐
五
年
の
問
に
轡
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

　
魍
闊
黒
世
系
図
』
、
『
孔
氏
続
録
』
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

⑮
　
第
二
節
註
④
お
よ
び
『
曲
譜
孔
版
棺
案
史
料
墨
黒
　
第
三
編
　
清
代
棺
案
史
料

　
第
一
冊
隔
（
三
四
九
－
三
五
〇
頁
）
「
南
宮
県
孔
子
世
家
軍
記
孔
氏
正
嫡
与
外
院
之

　
辮
」
［
続
修
直
隷
保
定
男
声
州
南
宮
県
孔
子
世
家
譜
（
一
〇
〇
〇
）
］
参
照
。

⑯
　
京
大
人
文
研
拓
本
胴
恥
3
、
湘
恥
7
、
鵬
翫
8
、
湘
恥
9
、
調
翫
1
4
、
湘
恥
2
4
、

　
踊
恥
4
8
、
湘
恥
4
9

⑰
　
　
『
曲
事
文
稿
荒
巻
二
九
門
書
黄
提
学
贈
孔
世
川
序
後
」
”
昔
者
国
家
初
定
中
国
、

　
而
孔
子
五
十
一
世
版
金
奉
常
襲
封
街
並
公
抱
礼
楽
之
器
来
帰
、
文
治
由
是
興
焉
。

　
奉
常
既
老
、
有
期
孔
氏
以
承
其
脚
結
、
族
人
訟
之
有
司
、
誕
潜
勢
苦
、
乃
自
訴
之

　
子
朝
、
始
正
其
事
。
是
則
世
川
之
瞥
大
父
・
大
父
也
。
遇
年
復
有
謬
欲
望
襲
封
者
、

　
天
爵
適
居
中
台
幕
府
、
帥
諸
御
史
力
雷
其
事
。
未
幾
、
悉
気
春
宮
、
具
事
始
末
白

　
子
星
堂
、
丞
栢
以
聞
、
制
可
其
請
、
孔
氏
宗
法
卒
銀
子
正
治
”
。

⑱
　
曲
阜
顔
子
廟
、
鄙
県
孟
子
廟
そ
れ
ぞ
れ
に
、
摩
滅
が
ひ
ど
い
が
「
世
系
図
」
碑

　
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
孟
氏
紅
熱
図
記
』
十
巻
が
孔
思
晦
の
時
代
に
編
纂
さ

　
れ
て
お
り
、
宋
金
壷
の
家
譜
も
ふ
ま
え
た
系
図
、
族
譜
を
収
録
し
て
い
た
。
当
該

　
轡
は
、
洪
武
八
年
に
一
部
増
改
訂
の
う
え
十
一
巻
本
と
し
て
重
刊
さ
れ
た
。
さ
ら

　
に
、
巻
～
の
絵
図
と
目
次
計
二
四
葉
を
一
三
の
両
面
に
刻
し
て
モ
ン
ゴ
ル
時
代
と

　
同
様
、
い
つ
で
も
拓
本
を
と
り
製
本
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
劉
培
桂

　
『
孟
子
林
廟
歴
代
石
刻
集
㎞
（
斉
魯
書
社
　
二
〇
〇
五
年
九
月
　
九
四
－
一
〇
〇

　
頁
、
図
版
二
）
参
照
。

⑲
　
　
『
孔
顔
孟
三
氏
志
』
巻
六
1
9
葉
に
は
、
至
正
十
八
年
に
総
兵
官
金
紫
光
禄
大
夫

　
知
枢
密
院
事
で
あ
っ
た
ブ
ラ
ル
キ
が
、
紅
巾
の
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
り
、
い
ち
は
や

　
く
河
北
、
山
東
、
両
准
の
勲
旧
名
駆
、
井
び
に
孔
顔
孟
三
氏
及
び
一
品
よ
り
七
品

　
に
至
る
文
武
の
官
の
子
孫
を
蒙
古
、
回
回
、
漢
人
の
国
学
に
て
保
護
す
る
こ
と
を

　
皇
帝
の
聖
旨
の
も
と
に
宣
撰
し
た
筍
付
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
戦
乱
の
様
子
を
生
々
し
く
伝
え
る
資
料
と
し
て
『
済
美
録
』
巻
四
「
行
枢
密
院

　
保
鄭
希
貢
雰
鍬
沓
塁
漸
江
行
中
書
状
」
が
あ
る
。
こ
の
訳
注
を
含
め
、
至
正
十
二

　
年
か
ら
洪
武
初
年
に
か
け
て
の
徽
州
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。

㊨
　
む
ろ
ん
、
程
敏
政
が
孔
克
燥
の
後
商
か
ら
直
接
に
文
書
を
借
り
う
け
て
収
録
し

　
た
の
で
は
な
く
、
洪
武
十
年
（
＝
二
七
七
）
に
朱
同
が
編
纂
し
た
『
重
編
薪
安

　
志
瞼
十
巻
か
ら
転
載
し
た
可
能
姓
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、
も
し
の
ち
に
そ
れ
な

　
り
の
宮
位
を
得
た
者
が
い
た
な
ら
ば
、
程
敏
政
が
あ
ら
た
め
て
言
及
し
た
は
ず
で

　
あ
る
。
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四
　
む
す
び
に
か
え
て

徽州文書にのこる街聖公の命令書（宮）

　
孔
端
友
の
南
渡
よ
り
は
る
か
以
前
の
後
睡
郷
光
二
年
（
九
二
四
）
、
キ
タ
イ
と
テ
ユ
ル
ク
系
の
沙
陀
族
が
華
北
を
駆
け
巡
っ
て
い
た
こ
ろ
、
ひ

と
り
の
男
が
家
族
を
連
れ
、
山
東
か
ら
海
に
出
て
漸
江
は
温
州
の
平
陽
に
た
ど
り
つ
い
た
。
男
の
名
は
亭
亭
、
孔
子
の
四
十
二
代
孫
で
、
第
三

十
九
代
文
宣
公
（
宿
聖
公
と
な
る
前
の
称
号
）
著
書
の
第
三
子
郁
よ
り
出
た
、
と
さ
れ
る
。
器
量
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
じ
く
四
十
二

代
孫
の
孔
光
嗣
が
、
瀧
掃
戸
の
孔
末
に
殺
さ
れ
、
家
も
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
長
期
の
動
乱
で
文
宣
公
の
襲
封
も
か
な
わ
ず
曲
阜
本
家
の

威
光
は
う
し
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
を
乗
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
孔
光
嗣
の
み
な
ら
ず
孔
氏
～
族
は
、
た
ま
た
ま
母
の
実
家
に
里
帰
り
し
て
い

た
生
後
九
ヶ
月
の
孔
仁
玉
を
の
こ
し
て
ほ
と
ん
ど
皆
殺
し
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
。
の
ち
地
元
の
人
が
建
仁
玉
の
成
人
を
侯
っ
て
か
ら
お
上
に
訴

え
出
て
、
よ
う
や
く
本
家
は
嘗
て
の
地
位
を
取
り
戻
し
、
な
が
ら
く
途
絶
え
て
い
た
文
宣
公
の
襲
封
も
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
故
に
孔
仁
玉
は

中
興
の
祖
と
さ
れ
る
。
孔
檜
も
そ
の
と
き
の
生
き
残
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
か
な
り
芝
居
が
か
っ
た
話
で
は
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
、
大
元
ウ
ル
ス
治
下
、
平
陽
の
孔
氏
は
孔
子
の
喬
孫
と
認
定
さ
れ
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
各
地
の
早
早
に
就
い
て
い
っ
た
。

そ
の
ひ
と
り
五
十
四
代
孫
の
孔
文
昇
（
字
は
退
之
）
は
、
父
孔
翼
翼
の
仕
事
の
都
合
で
平
陽
か
ら
杭
州
、
建
軍
へ
と
転
居
を
繰
り
返
し
、
そ
の

う
え
下
元
二
八
年
（
一
二
九
～
）
、
大
都
に
赴
く
途
中
で
父
が
病
死
、
若
く
蓄
え
も
な
く
係
累
も
多
か
っ
た
た
め
故
郷
の
平
陽
に
帰
る
こ
と
が
で

き
ず
、
深
陽
に
あ
る
妻
の
実
家
に
身
を
寄
せ
た
。
そ
う
し
た
事
情
を
子
孫
、
世
間
に
伝
え
遺
す
べ
く
家
譜
『
闘
里
譜
系
』
を
編
纂
し
た
と
い
う
。

『
弘
治
漂
陽
繋
馬
』
巻
四
「
分
母
承
伝
」
で
は
、
先
祖
の
孔
公
志
が
建
炎
年
間
、
高
宗
に
随
っ
て
南
渡
し
て
は
じ
め
て
温
州
に
移
住
し
た
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
『
隠
里
譜
系
』
が
む
り
や
り
孔
公
志
の
系
譜
を
孔
檜
に
遡
ら
せ
た
産
物
で
あ
る
一
抹
の
疑
惑
も
拭
え
な
い
が
、
そ
こ
は
抜
か

り
な
く
、
と
う
じ
江
漸
儒
学
軍
馬
の
任
に
あ
り
、
当
代
き
っ
て
の
書
画
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
忙
忙
頬
に
序
文
を
依
頼
し
て
、
権
威
付
け

　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
し
た
。
至
治
元
年
（
；
三
一
）
に
は
、
か
の
孔
涛
が
漂
陽
の
教
授
に
着
任
し
て
お
り
、
天
暦
二
年
の
『
三
里
譜
系
』
編
纂
の
さ
い
、
参
考

資
料
の
一
つ
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
孔
文
昇
に
つ
い
て
は
、
か
の
貴
介
夫
が
名
指
し
で
猛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
て
い
た
。

　
　
た
と
え
ば
、
孔
文
昇
は
江
南
漸
西
道
粛
政
廉
訪
司
の
書
吏
で
、
支
部
の
常
州
路
に
て
巡
回
按
察
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
狂
文
声
と
い
う
偽
名
を
名
乗
っ

　
　
て
も
う
｝
人
の
自
分
を
作
り
出
し
、
江
漸
行
省
に
自
己
推
薦
の
書
類
を
書
い
て
「
学
正
を
歴
任
し
て
任
期
を
満
了
し
ま
し
た
」
と
称
し
、
粛
政
廉
訪
司
が

　
　
行
う
再
チ
ェ
ッ
ク
は
も
と
の
横
文
昇
た
る
自
分
自
身
で
行
っ
て
保
証
書
を
捏
造
、
府
、
州
の
官
吏
採
用
予
定
者
の
名
簿
に
潜
り
込
み
ま
し
た
。
そ
の
う
え

　
　
孔
子
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
州
、
騰
の
儒
学
教
授
ど
こ
ろ
か
太
平
路
の
儒
学
教
授
に
昇
進
い
た
し
ま
し
た
。
叙
任
状
が
発
給
さ
れ
て
か
ら
も
、

　
　
相
変
わ
ら
ず
粛
一
廉
鷹
司
で
の
仕
事
も
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
ざ
け
た
詐
欺
行
為
を
中
書
省
の
お
歴
々
が
あ
ら
た
め
て
追
及
、
尋
問
し
な
い
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
ま
つ
こ
と
、
孔
氏
一
門
の
汚
点
、
御
史
台
系
統
の
恥
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

太
平
路
の
儒
学
教
授
言
文
声
の
名
は
、
じ
つ
は
書
誌
学
の
世
界
で
は
、
そ
れ
な
り
に
知
ら
れ
て
い
る
。
大
徳
九
年
（
一
三
〇
五
）
か
ら
十
一
年

に
か
け
て
、
江
漸
行
襟
下
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
大
徳
九
路
本
正
史
の
『
漢
書
』
に
、
か
れ
の
直
筆
の
蹟
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら

　
　
⑤

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
蹟
文
を
読
め
ば
、
さ
い
し
ょ
、
江
東
建
康
道
粛
離
婁
訪
司
に
十
七
史
の
刊
行
を
も
ち
か
け
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
孔

文
声
で
あ
っ
た
こ
と
、
か
れ
の
居
る
太
平
路
が
諸
路
に
さ
き
が
け
て
『
漢
書
』
を
刊
行
し
模
範
を
示
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
粛
政
廉
訪
司
に
顔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
利
く
の
も
そ
の
筈
、
壁
書
昇
と
し
て
の
経
歴
、
活
動
も
依
然
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
正
史
十
七
史
の
一
大
刊
行
事
業
に
よ
っ
て
実
績
を
つ

く
る
だ
け
で
な
く
、
誰
も
が
必
ず
見
る
人
気
の
『
漢
書
』
の
「
目
録
」
の
直
後
に
自
身
の
蹟
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
ひ
と
り
の
自
分
の
名

を
も
永
遠
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
正
統
性
の
象
徴
た
る
正
史
が
、
“
曲
事
爆
音
声
”
の
正
統
性
を
も
保
障
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
の
煮
て
も
焼
い
て
も
喰
え
な
い
男
、
孔
文
声
こ
と
孔
生
皮
の
息
子
こ
そ
、
『
至
正
直
記
』
の
著
者
孔
薦
僧
（
字
は
粛
夫
）
で
あ
っ
た
。
そ
の

名
か
ら
も
知
れ
る
と
お
り
、
や
は
り
宣
聖
五
十
五
代
孫
に
あ
た
り
、
み
ず
か
ら
”
閾
里
外
史
”
と
号
し
た
。
自
著
に
お
い
て
、
顔
子
、
孟
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

朱
子
等
の
子
孫
の
出
自
に
ケ
チ
を
つ
け
ま
く
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
自
身
の
血
統
に
よ
ほ
ど
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
か
れ
が
、

父
の
一
生
を
美
し
く
語
る
巻
四
「
先
君
教
諭
」
は
、
孔
文
字
の
プ
ラ
イ
ド
の
高
さ
、
常
州
路
の
学
正
の
ポ
ス
ト
を
擾
ね
付
け
た
こ
と
、
江
東
建

康
道
参
政
答
訪
使
の
盧
摯
と
の
密
接
な
関
係
、
漂
陽
の
沈
氏
の
入
り
婿
と
為
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
孔
家
の
特
権
を
享
受
し
つ
づ
け
た
こ
と
な
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徽州文書にのこる術聖公の命令書（宮）

ど
、
皮
肉
に
も
鄭
介
央
の
告
発
を
逐
一
裏
付
け
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ
は
そ
の
中
で
、
昨
今
出
ま
わ
っ
て
い
る
書
意
の
刊
行
に

係
る
『
陽
春
白
雪
』
の
中
の
一
曲
「
徐
容
斎
贈
千
金
奴
一
段
」
が
、
じ
つ
は
徐
琉
の
作
で
は
な
く
、
文
才
に
優
れ
た
父
が
徐
駿
の
求
め
に
応
じ

て
即
席
で
賦
し
た
も
の
だ
っ
た
、
と
主
張
す
る
。
い
ま
、
楊
朝
英
の
『
楽
府
新
編
陽
春
白
雪
』
（
南
京
図
書
館
蔵
元
刊
本
）
前
集
巻
二
小
令
【
双

調
・
蠣
宮
曲
（
俗
名
折
桂
令
）
】
に
は
、
た
し
か
に
「
徐
容
斎
贈
千
金
奴
一
段
」
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
か
れ
は
“
国
朝
の
文
典
”
と
し
て

　
　
和
林
学
・
至
元
薪
格
・
国
朝
典
章
・
大
元
通
制
・
至
正
厳
格
・
皇
朝
経
世
大
典
・
大
一
統
志
・
平
宋
録
・
大
元
一
統
紀
略
・
元
真
使
無
学
・
国
朝
洲
類
・

　
　
皇
元
風
雅
・
国
初
国
信
使
交
通
量
・
后
妃
名
臣
録
・
名
臣
事
略
・
銭
函
遺
事
・
十
八
史
略
・
後
臆
断
事
・
風
写
真
綱
・
成
憲
綱
要
・
趙
松
雪
、
光
復
初
、

　
　
識
量
履
、
楊
通
微
、
眺
牧
庵
、
門
歯
斎
、
徐
容
斎
、
聖
慮
堂
、
王
汲
郡
等
三
王
、
西
伯
長
、
門
歯
生
、
掲
曼
碩
、
欧
陽
圭
斎
、
馬
伯
庸
、
黄
望
都
諸
公
文

　
　
集
・
江
漸
延
祐
首
科
程
文
・
至
正
辛
巳
復
科
経
文

を
挙
げ
た
が
、
そ
の
多
く
を
じ
っ
さ
い
に
所
有
し
て
い
た
。
こ
ん
に
ち
国
内
外
に
現
存
す
る
元
刊
本
、
そ
れ
を
覆
刻
し
た
朝
鮮
版
、
五
山
版
、

明
刊
本
、
紗
本
お
よ
び
同
時
代
の
関
連
文
献
か
ら
判
断
す
る
に
、
江
漸
行
省
、
江
西
行
省
下
の
廟
学
、
書
院
に
お
い
て
作
製
さ
れ
た
大
字
本
と
、

建
安
、
旛
陵
な
ど
の
書
坊
が
刊
行
し
た
巾
箱
本
、
小
字
本
、
い
ず
れ
も
入
手
可
能
で
あ
っ
た
。
至
正
十
二
年
以
前
、
か
れ
は
父
の
孔
文
昇
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
に
江
漸
行
省
下
で
書
籍
、
拓
本
の
収
集
に
熱
中
し
た
。
拓
本
だ
け
で
も
数
百
枚
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
父
の
恩
蔭
、
孔
子
の
末
窩
の
特
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
ず
れ
を
利
用
し
た
に
し
て
も
、
と
う
じ
せ
い
ぜ
い
山
長
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
図
心
斉
が
、
な
ぜ
膨
大
な
書
物
を
持
ち
え
た
の
か
。
『
至
正
直
記
』

の
中
の
情
報
、
知
識
は
は
た
し
て
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
。
お
そ
ら
く
は
、
か
れ
の
手
元
に
も
黒
身
亭
亭
克
堅
の
命
令
書
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
糊
臨
川
呉
文
正
公
集
臨
巻
二
五
「
送
孔
教
授
帰
拝
廟
序
偏
、
潮
曇
豊
稿
臨
巻
十
三

　
「
故
元
松
江
全
霊
学
業
授
孔
霜
墓
誌
銘
」
、
噸
蘇
平
仲
文
集
外
巻
十
二
「
故
高
彫
江

　
州
儒
学
教
授
孔
公
墓
誌
銘
扁
、
噸
陶
学
士
文
集
㎞
巻
十
「
送
宗
文
師
長
孔
子
充
秩
満

　
等
」
参
照
。
な
お
、
『
民
国
平
陽
県
志
』
は
、
平
幕
の
謹
選
に
関
す
る
資
料
を
同

　
時
代
の
文
集
、
石
刻
、
後
世
の
家
譜
か
ら
網
羅
的
に
集
め
て
お
り
便
利
で
あ
る
。

②
『
松
雪
斎
文
集
隔
巻
六
「
露
里
譜
系
序
」

③
咽
至
正
金
陵
新
志
睡
理
論
「
州
県
学
校
」
、
『
金
華
黄
先
生
文
集
』
巻
三
四
「
承

　
直
郎
潮
漏
路
総
管
府
知
事
孔
君
墓
誌
銘
」

④
『
歴
代
名
出
馬
議
』
巻
六
七
鄭
介
夫
「
上
奏
～
綱
二
十
目
・
選
法
」
”
如
孔
文

　
昇
係
断
西
廉
訪
司
書
吏
、
巡
按
常
州
、
改
作
文
声
、
挙
称
歴
任
学
正
満
考
、
自
行
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体
固
捏
合
、
入
府
州
選
、
又
以
宣
聖
子
孫
、
即
陞
太
平
路
教
授
、
除
命
已
下
、
猶

　
在
憲
司
選
管
。
如
此
詐
偽
、
而
省
三
更
不
究
問
、
実
為
孔
門
之
砧
、
風
憲
之
董
”
。

⑤
『
鉄
琴
銅
剣
楼
宋
金
元
避
雷
影
臨
「
史
部
元
本
害
無
二
・
太
平
路
新
刊
漢
書
扁

　
“
江
東
建
康
道
粛
政
廉
訪
司
、
以
十
七
扇
落
銀
盤
善
本
、
従
太
平
路
学
官
之
請
、

　
遍
牒
九
路
、
令
本
路
以
西
漢
轡
率
先
、
偉
諸
路
成
肥
四
馬
之
。
麗
局
干
尊
経
閣
、

　
致
工
於
武
林
。
三
復
対
読
者
、
巨
儒
眺
訪
中
輩
個
有
五
人
。
重
根
修
補
者
、
学
正

　
察
泰
亨
。
隷
農
二
千
七
百
七
十
五
面
。
工
費
具
載
学
計
。
叢
不
重
出
。
始
大
徳
乙

　
巳
仲
夏
六
日
。
終
是
歳
十
有
二
月
廿
四
日
。
太
平
路
儒
学
教
授
曲
阜
孔
文
声
謹

　
書
”
。

⑥
『
安
徽
通
志
金
石
古
物
考
稿
嚇
巻
五
「
石
刻
・
碑
誌
四
・
元
」
に
よ
る
と
、
宜

　
城
県
に
立
つ
「
大
元
江
東
建
康
道
粛
政
廉
訪
司
題
名
記
」
碑
は
、
廉
訪
使
以
下
題

　
名
の
部
分
が
剥
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
孔
文
昇
の
名
の
有
無
を
調
べ
る
こ

　
と
が
で
き
な
い
。
噸
北
拓
輪
（
元
三
）
第
5
0
冊
九
九
－
一
〇
〇
頁
参
照
。

⑦
『
至
正
直
記
』
の
作
者
は
宣
墾
五
十
五
代
孫
の
孔
克
斉
（
字
は
粛
夫
）
で
あ
り
、

　
『
続
文
献
通
考
輪
、
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
㎞
等
が
“
孔
斉
”
と
す
る
の
は
誤
り
で

　
あ
る
。
『
偲
玉
斎
類
藁
』
差
障
「
静
斎
記
」
、
『
開
有
益
斎
読
轡
志
一
巻
四
「
至
正

　
直
説
」
、
丁
国
儀
「
《
静
斎
至
正
直
記
》
三
議
」
（
『
元
史
及
北
方
民
族
史
研
究
集

　
刊
』
＝
　
　
一
九
八
七
年
十
二
月
　
六
四
一
六
七
頁
）
参
照
。

⑧
『
至
正
直
記
勲
獣
畜
「
先
賢
豊
後
」

⑨
『
至
正
直
記
撫
巻
二
「
別
業
開
襟
駄
、
「
収
貯
古
刻
」

⑩
『
弘
治
漂
賜
県
志
国
有
四
門
葉
克
斉
伝
」
に
よ
る
と
、
杭
州
路
静
岡
書
院
の
山

　
長
、
の
ち
翰
林
国
史
院
の
編
修
官
に
昇
進
し
た
と
あ
る
が
、
『
成
団
団
州
府
志
睡

　
巻
二
六
門
書
院
」
に
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
黄
悶
書
院
が
義
塾
か
ら
書
院
に
昇
格

　
し
た
の
は
張
士
誠
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
還
正
末
年
の
こ
と
で
洪
武
年
間
に
は
廃
止

　
に
な
る
。

［
付
記
］
　
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
B
）
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
田
圃
文
科
学
研
究
所
助
手
）
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capital，　but　it　was　expanded　to　cover　eight　cho．　The　fact　that　the　placement　of　the

Shinsen－en　within　the　spaljal　layout　of　Heian－kyo　was　desigr｝ed　to　correspond　to　the

southem　boundary　of　the　palace　grounds　（at　Nijo　Oji）　was　of　great　signjficance．　ln

view　of　the　cultural　character　of　the　reign　of　Kanmu　and　the　legend　of　the　view　of　£he

southern　pond　of　the　palace　in　Bael〈je　capital　of　Buyo，　these　factors　may　have

irifluenced　the　location　of　the　Shinsen－en．

　　Shinsen－en　first　appears　in　the　historical　record　in　Enryaku　19　（800），　but　it　was

used　only　irregularly　as　a　location　for　banqueting　during　the　reign　of　Kanmu．　Emperor

Kanmu　conceived　of　prepa血g　separate　sites　for　each　of　the　major　ceremonies　in　the

capital，　but　such　a　plan　could　only　be　put　into　practice　after　Kanmu’s　death．　The

preparation　of　the　Shinsen－en　as　a　royal　garden　was　completed　by　the　reigns　of　Heijo

and　Saga　and　served　as　the　location　of　the　ceremonies　for　the　annual　observances

such　as　the　Thn’d　of　the　Third　month，　the　Seventh　of　the　Seventh　month，　the　Ninth　of

the　Ninth　and　the　Flower　Banquet．　The　element　common　to　all　of　these　ceremonies

was　the　inclusion　of　a　banqu．et　featu血g　the　composi£ion　of　Chinese　verse．　The　eairly

Heian　period　was　characterized　by　the　concept　of　bunsho　keilloku文章経国，　the

belief　that　literature　had　the　power　to　assist　in　the　operation　and　rule　of　the　state，　and

the　Shinsen－en　served　as　the　stage　on　which　potitical　culture　of　the　period　was　p｝ayed

out．　Emperor　Kanmu　sought　an　ideal　capital　that　could　represent　the　orthodoxy　of　his

rule，　and　the　Shinsen－en　was　the　space　created　in　the　Heiari－kyo　to　embody　his　wiH．

The　Orders　of　the　Yanshenggong　in　the　Documents　of　Huizhou

by

MlyA　Noriko

　　Successive　Chinese　dynasties　have　esteemed　Kongzi孔子（Co㎡ucius）and

Confucian　learning　and　have　bestowed　special　privlleges　to　the　temple　of　Kongzi　at

Qufu曲皐in　Shandong　and　to　his　descendants．　Yanshenggong画聖公was　the

hereditary　title　of　nobility　granted　to　the　heirs　of　Kongzi　after　the　Song　dyRasty．　The

descendants　of　Kongzi　were　graduady　dispersed　throughout　the　land　from　Qufu　due

to　warfare　and　intemal　stsrife　withn　the　family．　As　a　result　of　the　Jurchen　advance　into

northem　China　in　pairticular，　the　mairi　line　of　KoRgzi　was　split　into　two　houses，　and

holders　of　the　title　Yanshenggong　arose　in　Qufu　under　the　Jin　dynasty　and　also　in

Quzhou衛州undeτ　the　Southern　Song、　Furthemiore，　arrridst　the　turmoil　at　the
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demise　of　the　Jin　dynasty，　the　Mongol　court，　or　the　bureaucrats　wlto　admnistered　the

Shandong　area　under　their　rule，　strove　firom　early　oR　to　protect　Qufu　and　the

descendants　there，　but，　because　of　over　zealousness　on　both　sides，　the　awkward

situation　of　having　two　holders　of　the　title　Yanshenggong　at　the　same　time　arose　at

Qufu．　The　situation　was　soon　remedied　by　the　intervention　of　the　Mongol　court，　but

this　was　ultimately　simply　pape血g　over　a　deeper　rift，　and　become　a　source　of　the

long－term　conflict　within　Kongzi　farr｝ily　at　Qufu．　On　the　othey　hand，　after　take　over　of

the　Southern　Song　by　the　founder　of　the　dynasty，　Kublal　khan，　the　Kongzi　family　in

Quzhou　relinquished　the　title　of　Yanshenggong，　and　thereafter　oRly　oRe　person　held

the　title．

　　However，　the　questions　of　just　when　after　the　time　of　Kublai　the　Yanshenggong

obtained　real　power，　what　concrete　authority　was　exercised，　and　what　orders　were

issued　to　temple　schools共学and麺vate　academies書院，　the　Kong　fa謡y　and

Cor｝fucian　scholars　throughoutthe　land　has　never　been　examined．　Nor　can　it　be　said

that　historical　sources　of　various　types　such　as　texts，　stone　inscriptions　and　archival

govemment　documents　that　are　concerned　with　the　relationship　between　the　KoRg

famgy　in　Qufu　and　branches　of　family　around　the　nation　have　been　suficiently

explored．

　　In　the　work　known　as　the　Xinanwenxianzhi新安文献志are　found　the　extrenlely

rare　written　orders　of　55th　Yanshenggong，　Kong　K〔｝jian孔克堅，　to　Kong　Kehuan孔

歯痛and　his　three　brothers，　descendants　of　Kongzi　who　resided　in｝Huizhou徽タ・bi

during　the　Zhizheng至正era　of　the　Dai6n　ulus（Yuan　dynasty）．　This　written　order

verified　the　holder　as　a　genuine　descendant　of　Kongzi　and　functioned　something　like　a

passport，　ordering　that　the　costs　of　ledging，　travel，　food，　and　book　purchases　be　born

by　the　local　temple　schools　and　academies　when　these　descendants　traveled　in　the

South江南．　Moreover，　the　sarne　written　orders　were　issued　to　other　descendants　of

Kongzi　throughout　the　nation．　The　famous　mid－Ming　era　of丘cial　Wu　Kuan激痛

actually　saw　one　of　these　documents．　Furthermore，　it　was　not　only　the　descendants

of　Kongzi，　but　also　those　of　Yamzi顔子and　Mengzi孟子who　also　received　such

special　treatment．　Because　a　particularly　plush　ffestyle　was　guaranteed　them，　there

were　even　cases　of　ocacials　resigning　their　posts　to　become　itmerant　scholars．　Kong

Keqi孔克斉，　the　author　of　Zhizheng2hi　’i至正直記，　was　probably　able　to　trave1　about

the　land　and　obtain　vast　knowledge，　and　establish　his　reputatioR　as　a　coRector　of

books　and　irubbings　by　virtue　of　having　received　such　an　order　from　the

Yanshenggong．

　　The　historical　background　that　made　the　issuing　of　such　orders　by　the

Yanshenggong　possible　was　the　detiberate　bestowal　and　strengthening　of　the

authority　of　Kong　Sihui孔思晦，　the　54th　Yanshenggong（who　had　Jurchen　blood　and
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was　the　father　of　Kelian）by　the　imperial　court　aftey　Renzong仁宗（Ayurbarwada），

and　the　fact　that　he　was　provided　personnel，　material　assistance，　and　funding　because

his　home　functioned　as　the　national　general　headquarters　of　Confucian　scholars　and　as

a　govemment　othce．　It　should　also　be　notedぬat　Kong　S血磁短皿seif　directed　the

organization　of　the　lmeages　of　the　tlR’ee　families，　Kong，　Yan，　and　Meng．

The　Relation　of　‘Commons’　in　the　Littoral　Zone　to　VMages，　Manors

　　and　Mdyaza　in　Medieval　and　Modem　Japan：　A　Case　Study　of　the

　　　　　　　　　Right　to　Use　Shrine　Fishing　Traps　in　Lake　Biwa

by

SANO　Shizuyo

　　The　airn　of　this　paper　is　to　clarifY　the　process　of　the　formation　of　‘commons’　held

by　v皿age　communities　from　the　historical　po血t　of　view，　f6cushlg血particular　on

cooperative　use　of　resources　in　the　littoral　zone．　Many　of　the　previous　studies　of

commons　have　focused　on　land　usage，　but　little　attention　has　been　given　to　the　usage

of　the　sea　or　lakes．　ln　order　to　make　up　for　this　gap，　the　author　deals　in　this　paper

with　the　cornmunally　held　resources　in　the　littoxal　zone，　pargcularly　with　the　reed

beds　around　Lal〈e　Biwa．　The　reed　beds　were　the　sites　of　fishing　grounds　where　the

traditiona1　method　of　fishing，　unique　to　the　region，血volved　the　use　of　a　trap　called　an

eri．

It　was　often　the　case　that　prior　to　World　War　II　vMage　communities　had軸ts　to

use　eri　on　the　shoyes　of　Lake　Biwa．　The　eri　traps　belonged　to　village　communiges，　so

they　were　called　nzura　eri，　village　eri．　ln　other　words，　the　right　of　use　of　the　traps　was

also　a　common　right．　Tlte　concern　of　this　paper　is，　£herefore，　to　investigate　the

origins　of　rnura　eri　as　co皿皿una凱y　held　resources．

　　This　study　mal〈es　cleai　that　the　prototypes　of　mura　eri　existed　in　the　medieval

period　and　tltat　they　originated　as　the　property　of　shrines　of　manors　and　villages．　ln

the　early　Kamakura　pehod，　the　sh血es　of　the　guardian　sphゴts　of　a　manor　owned　the

rights　to　use　the　eri　that　held　the　largest　catch．　This　eri　could　only　be　used　by　the

members　of　the　mlya2a，　a　gttild－like　organization　associated　with　the　shrine，　which

was　composed　of　residents　of　higher　rank，　myoshu．　This　right　of　use　was　retained

throughout　the　medieval　period　and　into　the　eai’ly　Edo　period．　lt　is　important　to　note

that　it　was　the　exclusive　right　of　a　narzt：ow，　closed　society．
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